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1.2 遡上・浸水域の評価の考え方 

(1) 遡上・浸水域の評価の考え方 

遡上・浸水域の評価にあたっては，遡上解析を実施して，遡上波の回り込みを含

め敷地への遡上の可能性を検討する必要がある。 

遡上・浸水域の評価においては，遡上・浸水域が広めの評価（安全側の評価）と

なるよう，以下のとおり，基準地震動Ｓｓ及び基準津波による影響の有無を検討

し，影響要因として設定したうえで，遡上解析を実施する。 

a. 基準地震動Ｓｓ及び基準津波による被害想定の考慮 

基準地震動Ｓｓ及び基準津波に伴う地形変化，標高変化による影響の有無につ

いて以下のとおり検討を行った。これらの検討を行った後に，「1.2(6) 津波評価

条件」に結果を示す。 

(a) 敷地周辺斜面の崩壊に関する検討【1.2(2)】 

防波壁両端部の地山については，基準地震動Ｓｓによる斜面崩壊の有無を

検討し，斜面崩壊が想定される場合には，入力津波を設定する際の影響要因

として設定する。 

防波壁両端部の地山以外の敷地周辺斜面については，基準地震動Ｓｓによ

る斜面崩壊を想定した場合の入力津波への影響の有無を検討し，入力津波の

設定に影響を与える場合には，影響要因として設定する。 

(b) 敷地の地盤変状に関する検討【1.2(3)】 

 敷地の地盤変状については，基準地震動Ｓｓによる地盤変状を想定した場

合の入力津波への影響の有無を検討し，入力津波の設定に影響を与える場合

には，影響要因として設定する。 

(c) 防波堤損傷に関する検討【1.2(4)】 

 防波堤の損傷については，基準地震動Ｓｓによる防波堤の損傷を想定した

場合の入力津波への影響の有無を検討し，入力津波の設定に影響を与える場

合には，影響要因として設定する。 

(d) 津波による洗堀に関する検討【1.2(5)】 

 基準津波による遡上域の洗堀の有無を検討し，遡上域の洗堀が想定される

場合には，入力津波を設定する際の影響要因として設定する。 

 

b. 遡上解析のモデルについて 

基準津波による敷地周辺の遡上・浸水域の評価における遡上解析モデルについ

て，計算領域は，対馬海峡付近から間宮海峡付近に至る東西方向約 1,300km，南北

方向約 2,100km を設定した。 

また，計算格子間隔については，敷地に近づくにしたがって最大 800m から最小

6.25m まで徐々に細かい格子サイズを用い，津波の挙動が精度よく計算できるよう

1.2－1
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適切に設定した。敷地近傍及び敷地については，海底・海岸地形，敷地の構造物

等の規模や形状を考慮し，格子サイズ 6.25m でモデル化している。 

(a) 敷地及び敷地周辺の地形及び標高 

敷地近傍及び敷地については，海域では一般財団法人日本水路協会（2008

～2011），深浅測量等による地形データを使用し，陸域では，国土地理院

（2013）等による地形データ等を用いた。また，取水路・放水路等の諸元及

び敷地標高については，発電所の竣工図等を用いた。 

(b) 伝播経路上の人工構造物 

既設の構造物については，発電所の竣工図等で調査し，将来設置される計

画がある人工構造物については，計画図等により調査した。 

竣工図等による調査において確認した人工構造物は，現場のウォークダウン

により竣工図と相違ないことを確認した。また，竣工図等に反映されていな

い人工構造物は，遡上解析に影響する変更がないことを確認した。 

(c) 遡上解析における解析モデルの作成 

上記(b)において実施した調査結果を踏まえ，遡上解析に影響を及ぼす人

工構造物を考慮し，遡上・伝播経路の状態に応じてモデルを作成した。 

図 1.2－1 に遡上解析モデルにおける計算格子分割を示す。 

 

1.2－2
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図 1.2－1 遡上解析モデルにおける水深と計算格子分割 

 

1.2－3
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(2) 敷地周辺斜面の崩壊に関する検討 

検討にあたっては，防波壁（東端部）及び防波壁（西端部）は双方とも地山斜面

（岩盤）に擦り付き，これらの地山が津波の敷地への地上部からの到達に対して障

壁となっていることから，地山の耐震，耐津波設計上の位置付けも整理したうえ

で，基準地震動及び基準津波に対する健全性の確保について確認する。 

a. 津波遡上高の分布を踏まえた津波防護上の地山範囲の特定について 

敷地は EL 15.0m の防波壁に取り囲まれており，その両端部は地山に擦り付き，

その地山は津波防護上の障壁となっている（図 1.2－2）。 

津波防護上の地山範囲は，設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建

物が敷地 EL 8.5m 盤にあることを踏まえ，水位上昇側の基準津波の中で，防波壁

（東端部）付近及び防波壁（西端部）付近において水位 EL 8.5m 以上が広範囲に

分布する基準津波 1（防波堤有り及び無し）の最大水位上昇量分布を基に検討す

る。水位上昇側の基準津波である基準津波 1（防波堤有り及び無し），基準津波 2

（防波堤有り）及び基準津波 5（防波堤無し）の最大水位上昇量分布図を図 1.2－

3 に示す。 

設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建物が敷地 EL  8.5m 盤にある

ことを踏まえ，防波壁（東端部）及び防波壁（西端部）における敷地への遡上の

可能性のある水位 EL 8.5m 以上の最大水位上昇量分布を図 1.2－4 に示す。基準津

波 1（防波堤有り及び無し）の最大水位上昇量分布を踏まえ，津波防護上の地山範

囲を図 1.2－5 に示すとおり特定した。 

津波防護上の地山範囲における地形断面図を図 1.2－6 に示す。 

防波壁（東端部）の地山は，南東側の標高が高く，幅が広くなっている。Ａ－

Ａ’断面（高さ：26m，幅：63m）は，Ｂ－Ｂ’断面（高さ：44m，幅：145m）及び

Ｃ－Ｃ’断面（高さ：69m，幅：396m）と比較して標高が低く，幅が狭いことか

ら，津波防護の観点で最も厳しい断面と考え，津波防護を担保する地山斜面の検

討対象はＡ－Ａ’断面付近の範囲とする。津波防護を担保する地山斜面の検討対

象（Ａ－Ａ’断面付近）は，防波壁等に影響するおそれのある周辺斜面（赤枠）

に概ね対応する。 

防波壁（西端部）の地山は，幅が広く，南西側の標高が高い。Ｄ－Ｄ’断面

（高さ：27m，幅：139m）は，Ｅ－Ｅ’断面（高さ：56m，幅：208m）及びＦ－

Ｆ’断面（高さ：77m，幅：185m）と比較して標高が低く，幅が狭いことから，津

波防護の観点で最も厳しい断面と考え，津波防護を担保する地山斜面の検討対象

はＤ－Ｄ’断面付近の範囲とする。津波防護を担保する地山斜面の検討対象（Ｄ

－Ｄ’断面付近）は，防波壁等に影響するおそれのある斜面（赤枠）に概ね対応

する。Ｄ－Ｄ’断面の西方の岬部分は，津波の敷地への到達に対して直接的な障

壁となっていないことから，津波防護を担保する地山斜面の検討対象外とし，岬

1.2－4

7



 

 

の東側付根の入り江以東を検討対象とする。なお，この断面は，表層の一部を厚

さ約 2m 撤去する方針を示しているため，撤去する範囲を考慮し，以降の検討を実

施する。 

 

 

図 1.2－2 地山位置図 

  

1.2－5
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図 1.2－3(1) 最大水位上昇量分布図（基準津波 1：防波堤有り） 

 

 

図 1.2－3(2) 最大水位上昇量分布図（基準津波 1：防波堤無し） 

 

 

図 1.2－3(3) 最大水位上昇量分布図（基準津波 2：防波堤有り） 

1.2－6
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図 1.2－3(4) 最大水位上昇量分布図（基準津波 5：防波堤無し） 

  

1.2－7
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図 1.2－4(1) 最大水位上昇量分布図（基準津波 1：防波堤有り） 

（EL 8.5m 以上表示） 

 

図 1.2－4(2) 最大水位上昇量分布図（基準津波 1：防波堤無し） 

（EL 8.5m 以上表示） 

 

図 1.2－4(3) 最大水位上昇量分布図（基準津波 2：防波堤有り） 

（EL 8.5m 以上表示）  

1.2－8
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図 1.2－4(4) 最大水位上昇量分布図（基準津波 5：防波堤無し） 

（EL 8.5m 以上表示） 

 

 

注記＊：朔望平均満潮位+0.58m，潮位のばらつき 0.14m を併せて+0.72m を考慮 

図 1.2－5(1) 防波壁（東端部）の地山：基準津波 1 

（左 防波堤有り，右 防波堤無し） 

  

1.2－9
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注記＊：朔望平均満潮位+0.58m，潮位のばらつき 0.14m を併せて+0.72m を考慮 

図 1.2－5(2) 防波壁（西端部）の地山：基準津波 1 

（左 防波堤有り，右 防波堤無し） 
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図 1.2－6(1) 防波壁（東端部）の地形断面図 

  

1.2－11
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注記＊：地形形状は，礫質土・粘性土を切り取る前の形状。 

図 1.2－6(2) 防波壁（西端部）の地形断面図 

 

b. 地山の地質構造，防波壁擦り付け部の構造・仕様 

津波防護上の地山の地質構造について述べるとともに，防波壁端部の擦り付け

部の構造及び防波壁の仕様について，以下に示す。 

(a) 敷地内の地質・地質構造 

島根原子力発電所の敷地内の地質図を図 1.2－7 に示す。敷地内の地質は，

新第三紀中新世の堆積岩類からなる成相寺層と貫入岩類及びそれらを覆う第四

系の崖錐堆積物等から構成される。敷地に分布する成相寺層は，下位より下部

頁岩部層，火砕岩部層，上部頁岩部層の 3 つの部層に区分される。 

＊

1.2－12
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防波壁（東端部）の地山においては，主として凝灰岩，凝灰角礫岩よりなる

「火砕岩部層」及び黒色頁岩よりなる「上部頁岩部層」が分布し，安山岩の貫

入が認められる。防波壁（西端部）の地山においては，「火砕岩部層」が分布

する。 

 

図 1.2－7 島根原子力発電所敷地内地質図 

 

(b) 防波壁端部の擦り付け部の構造及び防波壁の仕様 

防波壁（東端部）及び防波壁（西端部）の擦り付け部の構造図及び状況写真

を図 1.2－8～図 1.2－13 に示す。 

防波壁（波返重力擁壁）東端部（ａ－ａ断面）については，地震及び津波に

よる沈下やずれを生じさせないため，岩盤を露出させ，H 鋼（H-350×350×12×

19）を 1m 間隔で打設し，重力擁壁を堅硬な地山に直接設置する設計とした。ま

1.2－13

16



 

 

た，防波壁の前面及び背面において，露出した岩盤を保護する目的でコンクリ

ートで被覆した。 

防波壁（波返重力擁壁）西端部（ｂ－ｂ断面）については，東端部同様，地

震及び津波による沈下やずれを生じさせないため，岩盤を露出させ，H 鋼（H-

350×350×12×19）を 1m 間隔で打設し，重力擁壁を堅硬な地山に直接設置する

設計とした。また，防波壁の前面及び背面において，露出した岩盤を保護する

目的でコンクリートで被覆した。 

 

 

図 1.2－8 防波壁（波返重力擁壁）東端部（ａ－ａ断面） 断面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.2－9 防波壁東端部 状況写真 

1.2－14
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図 1.2－10 防波壁東端部 岩盤露出状況 

 

 

図 1.2－11 防波壁（波返重力擁壁）西端部（ｂ－ｂ断面） 断面図 

 

 

1.2－15
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図 1.2－12 防波壁西端部 状況写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.2－13 防波壁西端部 岩盤露出状況 

 

c. 地山の耐震，耐津波設計上の位置付け 

防波壁両端部の地山について，耐震，耐津波設計上の位置付けを表 1.2－1 に整

理した。これを踏まえ，以下の検討を行う。 

・ 検討 1：津波防護施設と同等の機能を有する斜面において，基準地震動Ｓｓ

による地山のすべり安定性評価を行い，基準地震動に対する健全性を確保

していることを説明する。 

・ 検討 2：津波防護施設同等の機能を有する斜面において，波力による侵食及

び洗掘に対する抵抗性の確認及び基準津波による地山の安定性評価を行

い，基準津波に対する健全性を確保していることを説明する。 

1.2－16
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このほかに，当該地山については，防波壁の支持地盤としての地山及び防波壁

の周辺斜面としての役割もあるため，耐震，耐津波設計上の位置付けを整理し

た。 

表 1.2－1 防波壁両端部の地山の耐震，耐津波設計上の位置付け 

 

 

d. 基準地震動に対する健全性確保 

周辺斜面については，基準地震動Ｓｓに対して斜面の崩壊のおそれがないこと

を確認している。 

e. 基準津波に対する健全性確保 

検討 2 の基準津波に対する健全性確保として，波力による侵食及び洗掘に対す

る抵抗性の確認及び基準津波による地山の安定性評価を行った。 

(a) 波力による侵食及び洗掘に対する抵抗性の確認 

津波防護上の地山は，図 1.2－14 及び図 1.2－15 に示すとおり岩盤から構成

され一部はコンクリートに覆われていることから，波力による侵食及び洗掘に

よる地形変化は生じない。 

 

図 1.2－14 防波壁（東端部）地山状況 

1.2－17
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図 1.2－15 防波壁（西端部）地山状況 

 

(b) 基準津波に対する地山の安定性評価 

基準津波に対する地山の安定性評価は，地山を津波防護施設と考え，直立の

構造物に作用する力を保守的に津波波力として設定し，地山のせん断抵抗力と

比較することで，基準津波に対する健全性を確認する。 

津波波力を算出するにあたり，防波壁（東端部）は擦り付け部で水位が最大

となる基準津波 1（防波堤無し），防波壁（西端部）は擦り付け部で水位が最大

となる基準津波 1（防波堤有り）を対象とする。 

防波壁擦り付け部付近の地山における津波高さは，防波壁（東端部）につい

ては図 1.2－16 右に示す EL 12.0m，防波壁（西端部）については図 1.2－16 左

に示す EL  10.7m と設定した。 

地山のせん断面は，防波壁の擦り付け部から断面長さが最小となる位置を設

定した。防波壁（東端部）については図 1.2－16 右に示す地山の EL 8.5m 位置

における最小幅である約 95m，防波壁（西端部）については図 1.2－16 左に示

す地山の EL 8.5m 位置における最小幅である約 80m と設定した。 

 

  

図 1.2－16 津波高さ及び地山のせん断面検討位置 
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基準津波の波力は，「防波堤の耐津波設計ガイドライン（平成 27 年 12 月一

部改訂）」に示される谷本式に基づき，波力を算定する。 

谷本式は式 2－1，式 2－2 と示される。ここでは，地山に作用する波力を等

変分布荷重とし，これを式 2－3 と表す。 

η*=3.0ａＩ  式 2－1 

P1 =2.2ρ0gaＩ 式 2－2 

P =P1×η*×(1/2) 式 2－3 

ここで， 

η* ：静水面上の波圧作用高さ 

aＩ ：入射津波の静水面上の高さ（振幅）  

ρ0g ：海水の単位体積重量（10.1kN/m3） 

P1 ：静水面における波圧強度 

P ：地山に作用する波力 

 

図 1.2－17 地山に作用する波力等の分布図 

 

基準津波による波力の計算を以下に示す。計算に用いた津波高さを表 1.2－2

に示す。 

 防波壁 

η*=3.0aＩ＝3.0×6.5m=19.5m 

P1 =2.2ρ0gaＩ＝2.2×10.1kN/m3×6.5m=144.43kN/m2≒145kN/m2 

P =P1×η*×(1/2)=145kN/m2×19.5m×(1/2)=1,501.5kN/m ≒1,502kN/m 

 

地山のせん断強度は，防波壁端部の地山の大部分を構成するＣＨ級岩盤を対象

にブロックせん断試験より求めた値（地山のせん断強度：1,140kN/m2）を設定

した。 

地山のせん断抵抗力は下記計算で算出される。 

 防波壁（東端部）の地山のせん断抵抗力 

1,140kN/m2（地山のせん断強度）×95m（地山の最小幅）=108,300kN/m 
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 防波壁（西端部）の地山のせん断抵抗力 

1,140kN/m2（地山のせん断強度）×80m（地山の最小幅）=91,200kN/m 

算出した結果を表 1.2－2 に示す。地山に作用する波力は，防波壁で

1,502kN/m となった。また，地山のせん断抵抗力は防波壁（東端部）で

108,300kN/m，防波壁（西端部）で 91,200kN/m となり，地山のせん断抵抗力は

波力と比較して十分に大きいため（図 1.2－18），基準津波に対する健全性を

確認した。 

 

表 1.2－2 防波壁擦り付け部付近の地山に作用する波力及び地山のせん断抵抗力 

 

注記＊：防波壁擦り付け部付近の地山における最高水位 12.0m に，参照する裕度 0.64m を

考慮し，安全側に設定 

 

 

図 1.2－18 波力と地山のせん断抵抗力の比較計算に関するイメージ 

 

f. まとめ 

防波壁両端部の津波防護上の障壁となっている地山に対して，基準地震動及び

基準津波に対する健全性を確保していることを確認した。 

以上のことから，防波壁両端部の地山斜面の崩壊は，入力津波を設定する際の

影響要因として設定しない。 

g. 敷地周辺斜面の崩壊に関する検討 

防波壁両端部の地山以外に，入力津波の設定に影響する地形変化を生じさせる

敷地周辺斜面として，地すべり地形が判読されている地山の斜面崩壊についても

検討する。 
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検討にあたっては，地すべり土塊が海側に突入する可能性が考えられる「敷地

北西方の地滑り地形（Ls23）」，「⑤北西の地滑り地形（Ls24）」，「地滑り地

形⑤（Ls25）」の斜面を対象にする。（図 1.2－19，図 1.2－20 参照） 

敷地周辺の地形のうち，地すべり Ls23，Ls24 及び Ls25 の地すべり地形の概略

の土塊量を表 1.2－3 に示す。 

地すべりの土塊量は Ls25 の地すべりが大きいことから，Ls25 の地すべりを対象

に検討する。検討にあたっては，Ls25 の近くに Ls24 が位置することから，これら

の地すべりが同時崩壊することを仮定し，安全側に Ls24＋Ls25 の地すべりが崩壊

した後の地形を対象に津波評価を実施する。 

地すべりが崩壊した後の地形については，津波評価の陸上地すべりの検討で実

施した二層流モデルを用いて決定する。 

地すべり発生前後の地形断面図を図 1.2－21 に示す。 

検討ケースの評価水位を表 1.2－4 に，検討ケースの最大水位上昇量分布図又は

最大水位下降量分布図を図 1.2－22 に示す。 

津波解析の結果，斜面崩壊させた場合，水位上昇側の施設護岸又は防波壁の水

位は，どのケースについても基本ケースと同じもしくは基本ケースの方が大き

い。一方，水位下降側の２号機取水口の水位については，一部，基準津波 3 で斜

面崩壊有りの方が水位が低下しているが，この差は僅か（-0.03m）であり，大半

は，基本ケースの方が斜面崩壊有りのケースに対して水位が低下している。 

以上より，地震による地形変化（斜面崩壊）は入力津波を設定する際の影響要

因として考慮しない。 

 

 

図 1.2－19 敷地周辺地すべり位置図 
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図 1.2－20 敷地周辺地すべり拡大図 

 

表 1.2－3 敷地周辺地すべりの規模の比較 
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図 1.2－21 Ls24・Ls25 の断面図 

 

表 1.2－4 斜面崩壊（Ls24+Ls25）の有無による水位比較 
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図 1.2－22(1) 斜面崩壊（Ls24+Ls25）の有無による最大水位上昇量分布の比較 

（基準津波 1（防波堤有り）及び基準津波 1（防波堤無し）） 

 

 

図 1.2－22(2) 斜面崩壊（Ls24+Ls25）の有無による最大水位上昇量分布の比較 

（基準津波 2（防波堤有り）及び基準津波 5（防波堤無し）） 
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図 1.2－22(3) 斜面崩壊（Ls24+Ls25）の有無による最大水位下降量分布の比較 

（基準津波 1（防波堤有り）及び基準津波 1（防波堤無し）） 

 

 

図 1.2－22(4) 斜面崩壊（Ls24+Ls25）の有無による最大水位下降量分布の比較 

（基準津波 3（防波堤有り）及び基準津波 6（防波堤無し）） 
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図 1.2－22(5) 斜面崩壊（Ls24+Ls25）の有無による最大水位下降量分布の比較 

（基準津波 4（防波堤有り）及び基準津波 4（防波堤無し）） 
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(3) 敷地の地盤変状に関する検討 

防波壁は，堅固な岩盤（一部，改良地盤）に支持されていることから，地震に伴

う沈下は発生しない。一方，防波壁前面に存在する埋戻土及び砂礫層は，地震時の

液状化による沈下及び揺すり込みによる沈下が発生する可能性があるため，防波壁

前面の沈下量算定の対象層とする。 

埋戻土及び砂礫層の土質区分を図 1.2－23 に示す。埋戻土は，粒径 10mm 以上の礫

が主体であるが，粒径 2mm 未満の砂も含む土層である。砂礫層は，50%粒径が 10mm

以下，かつ 10%粒径が 1mm 以下であり，細粒分含有率が 35％以下の土層である。 

また，護岸に使用している埋戻土（粘性土）については液状化評価対象層ではな

いが，入力津波の設定における影響要因の検討の際には安全側に沈下量算定の対象

層とする。 

津波解析にあたっては，沈下量を算定し，地形モデルに反映する。なお，沈下量

は，液状化及び揺すり込みに伴う沈下並びに液状化に伴う側方流動による沈下に分

けて算出し，これらを合わせて設定する。 

 

図 1.2－23 埋戻土及び砂礫層の土質区分 

 

a. 液状化及び揺すり込みに伴う沈下 

(a) 検討概要 

敷地の地質は，新第三紀中新世の堆積岩類からなる成相寺層及び貫入岩類，

並びにそれらを覆う被覆層から構成される。成相寺層は海成層で，下位より下

部頁岩部層，火砕岩部層及び上部頁岩部層に区分される。被覆層は，崖錐・海
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底堆積物及び盛土からなる。崖錐・海底堆積物は主に礫混じり砂質土及び礫混

じり粘性土からなる。敷地の被覆層である盛土は，埋戻土と埋戻土（粘性土）

に分類している。敷地の被覆層である崖錐・海底堆積物は，砂礫層として分類

している。 

液状化及び揺すり込みに伴う沈下量は，図 1.2－24 に示す流れに従って，地

質断面図により算定した。相対密度は，図 1.2－25 のとおり，港湾基準に基づ

き，マイヤホフにより提案された N 値と相対密度の関係式を用いて算出する。 

 

 

図 1.2－24 液状化及び揺すり込みに伴う沈下量の算定フロー 

 

図 1.2－25 マイヤホフにより提案された N 値と相対密度の関係式 

 

(b) 評価対象層の選定及び相対密度の設定 

沈下量算定の対象層としては，埋戻土，埋戻土（粘性土）及び砂礫層を選定

した。なお，埋戻土（粘性土）は，粘性土のため液状化しないが，安全側に埋

戻土に置き換えて沈下量を算出する。砂礫層は，粒径加積曲線が埋戻土と同様

な傾向を示すことから，埋戻土に置き換えて沈下量を算出する。埋戻土，埋戻

土（粘性土）及び砂礫層の分布を図 1.2－26 に示す。沈下率は，Ishihara et 

al.（1992）の地盤の相対密度に応じた最大せん断ひずみと体積ひずみ（沈下

率）の関係から設定した。相対密度は，図 1.2－27 に示す位置において調査を

実施し，図 1.2－28 に示すとおり平均で 71.3％となり，ばらつきを考慮すると

54.1％となる。 

Ishihara et al.（1992）の関係については，細粒分及び粗粒分が少なく粒径

が比較的揃った液状化し易いきれいな砂による沈下率を示しており，埋戻土と
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比較すると沈下率が大きくなると判断できるため，埋戻土の沈下率を Ishihara 

et al. （1992）の関係より算定することにより保守的な評価を実施する。 

沈下率は図 1.2－29 に示すとおり，安全側に地震時の最大せん断ひずみを考

慮せず，相対密度の平均値 71.3％をもとに 2.5％となるが，ばらつきを考慮し

算出した相対密度 54.1％をもとに，安全側に 3.5%と評価する。 

 

 

図 1.2－26(1) 埋戻土分布図 

1.2－29

32



 

 

 

図 1.2－26(2) 埋戻土（粘性土）分布図 

 

 

図 1.2－26(3) 砂礫層分布図 
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図 1.2－27 相対密度の調査位置
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図 1.2－28 埋戻土の相対密度 

 

 

図 1.2－29 Ishihara et al.（1992）の地盤の最大せん断ひずみと体積ひずみの関係から

設定した沈下率  
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(c) 沈下量 

防波壁前面の沈下量は，防波壁前面に沈下量算定の対象層が存在する３号機

東側エリア及び１，２号機北側エリアの地質断面図に基づき算定した。敷地平

面図を図 1.2－30 に，沈下量算定の対象層が防波壁前面に分布する３号機東側

エリア及び１，２号機北側エリアの地質断面図を図 1.2－31 に示す。 

図 1.2－31 に示すとおり，３号機東側エリアには，沈下量算定の対象層であ

る埋戻土が EL 8.5m から EL-9.6m に存在する。１，２号機北側エリアには，沈

下量算定の対象層が EL 8.5m から EL-14.1m に存在する。なお，１，２号機北側

エリアの防波壁前面の砂礫層地盤改良範囲を考慮した液状化層厚は，地盤改良

部において 17.1m 施設護岸部において 14.4m となる。 

１，２号機北側エリアの断面図を図 1.2－32 に示す。１，２号機北側エリア

に存在する砂礫層は地盤改良（①地盤改良部）されているが，防波壁前面にお

いて一部地盤改良されていない範囲（②施設護岸部）があるため，沈下量を算

定する層厚を算定した。その結果，１，２号機北側エリアにおける防波壁前面

の沈下量を算定する層厚は地盤改良部において 17.1m，施設護岸部において

14.4m となり，３号機東側エリアにおける層厚 18.1m を上回らないことを確認し

た。 

以上より，層厚が最大となるよう EL 8.5m から EL-9.6m を考慮し，沈下量を

算定するための層厚は 18.1m とした。 

沈下量は，上記層厚及び Ishihara et al.（1992）の関係を用いて相対密度

の平均値にばらつきを考慮して安全側に設定した沈下率 3.5%より 0.65m＊を安全

側に考慮する。 

注記＊：層厚 18.1m×沈下率 3.5%≒沈下量 0.65m 
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図 1.2－30 敷地平面図 

 

 

図 1.2－31(1) 地質断面図（３号機東側エリア） 
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図 1.2－31(2) 地質断面図（１，２号機北側エリア） 

 

図 1.2－32 断面図（１，２号機北側エリア） 

 

b. 液状化に伴う側方流動による沈下 

(a) 評価方針 

地震時の地盤の液状化に伴う側方流動が想定されることから，二次元有効応

力解析（解析コード「FLIP Ver.7.1.9」）により側方流動による沈下量を算定

する。評価を行う解析断面は，以下の観点から３号機東側エリアの沈下による
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遡上の影響が大きいと判断し，３号機東側エリアを対象として，有効応力解析

を実施する。 

 １，２号機北側エリアと比較して埋戻土の分布が広範囲かつ層厚が厚いこ

と 

 １，２号機北側エリアと比較して基準津波遡上範囲が広いこと 

３号機東側の解析断面位置図を図 1.2－33 に示す。 

 

 

図 1.2－33 解析断面位置図 

 

(b) 解析条件 

３号機東側断面の解析モデル図を図 1.2－34 に示す。地盤は，地質区分に基

づき平面ひずみ要素でモデル化し，防波壁は，線形はり要素でモデル化した。 

地下水位は，防波壁周辺の朔望平均満潮位（EL 0.46m）前後であることか

ら，港湾基準に準じて EL 0.14m＊とする。 

入力地震動は，表 1.2－5 に示すとおり，基準地震動のうち，繰返し応力及

び繰返し回数に着目し，水平加速度が大きく，継続時間が長い地震動が液状化

評価において最も厳しいと考えられることから，Ｓｓ-Ｄを選定する。したがっ

て，基準地震動Ｓｓ-Ｄを，一次元波動論によって解析モデル下端位置で評価し

た波形を用いた。 

注記＊：L.W.L.EL-0.02m+1/3×(H.W.L.EL 0.46m-L.W.L.EL-0.02m)=EL 0.14m 
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図 1.2－34 解析モデル図（３号機東側断面） 

 

表 1.2－5 基準地震動の加速度時刻歴波形 

 

 

液状化の評価対象として取り扱う埋戻土及び砂礫層の有効応力解析に用いる

液状化パラメータは，液状化試験結果（繰返し非排水せん断試験結果）に基づ

き，地盤のばらつき等を考慮し，安全側に簡易設定法により設定した。 

試験結果等から設定した解析上の液状化強度曲線を図 1.2－35 に示す。 

液状化パラメータ以外の解析用物性値についても，簡易設定法を用いて設定

した。 
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図 1.2－35 液状化強度曲線 

 

(c) 評価結果 

基準地震動Ｓｓ-Ｄによる３号機東側の残留変形量を図 1.2－36 に示す。防

波壁より海側では，L 型擁壁までの EL 8.5m 盤において，防波壁直下の改良地盤

と埋戻土の境界部を中心とした比較的大きな沈下が確認される。これは，地震

による L 型擁壁の海側への傾きに伴い，埋戻土が自立する改良地盤から海側へ

側方流動したことに起因するものである。 

なお，解析条件については，以下のとおり安全側に設定する。 

 敷地内の地下水位については，防波壁より海側の地下水位を海水位に，防

波壁より陸側の地下水位を地表面に設定する。 

 埋戻土の液状化強度特性は敷地全体の N 値に基づく簡易設定法＊により設

定する。 

津波が浸水する EL 6.0ｍ盤における沈下量は 0.04ｍ程度であるが，海岸線か

ら離れた EL 8.5ｍ盤では改良地盤近傍で局所的に 1～2m 程度の沈下が生じてい

る。このため，側方流動による EL 6.0m 盤から EL 8.5m 盤全体の沈下量として

は，EL 6.0m 盤から EL 8.5m 盤の埋戻土の各節点における沈下量を節点数で割っ

た平均沈下量（0.33m 程度）を考慮し，安全側に 0.35m とする。 
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注記＊：簡易設定法による液状化強度特性は，埋戻土の液状化試験結果（ロ

ータリー式三重管サンプラー及び表層試料採取）による液状化強度

特性よりも十分保守的である。 

 

図 1.2－36 基準地震動のＳｓ-Ｄによる地表面残留変形量（３号機東側断面）  
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c. 津波解析における沈下量の設定 

津波解析における沈下は，沈下考慮範囲を対象とする（図 1.2－37）。また，

荷揚場は一部岩着し，沈下しない範囲もあるが，本検討では，安全側に荷揚場全

体が沈下する前提で検討を行い，護岸のパラペットについてもモデル化を行わな

いこととする。なお，防波壁周辺については，地盤改良を実施していることか

ら，沈下しないこととする。 

液状化及び揺すり込みに伴う沈下量を相対密度の平均値から求まる沈下率

（2.5％）による 0.5ｍとしていたが，安全側にばらつきを考慮した相対密度から

求まる沈下率（3.5％）による 0.65ｍを採用し，側方流動による沈下量 0.35ｍを

加え，1ｍとした。 

 

 

図 1.2－37 津波評価において沈下を考慮する範囲 

 

d. 地盤変状を考慮した津波解析 

a.～c.を踏まえ，沈下量を安全側に 1m と設定し，津波解析を実施した。 

基準津波 1～6 のケースを対象に基本ケース及び 1m 沈下させたケースを比較

し，その差異を表 1.2－6 に示す。また，最大水位上昇量分布を図 1.2－38 に示

す。 

津波解析の結果，1m 沈下させた場合，水位上昇側の施設護岸又は防波壁の水位

は，どのケースについても基本ケースと同じもしくは基本ケースの方が大きい。

また，水位下降側の２号機取水口の水位については全ケースで同じ水位となっ

た。 
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以上より，地震による地形変化（地盤変状）は，入力津波を設定する際の影響

要因として考慮しない。  
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表 1.2－6 基本ケースと地盤変状を考慮したケースの水位比較 

 

 

 

 

図 1.2－38(1) 地盤変状の有無による最大水位上昇量分布の比較 

（基準津波 1（防波堤有り）及び基準津波 1（防波堤無し）） 
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図 1.2－38(2) 地盤変状の有無による最大水位上昇量分布の比較 

（基準津波 2（防波堤有り）及び基準津波 5（防波堤無し）） 

 

 

図 1.2－38(3) 地盤変状の有無による最大水位下降量分布の比較 

（基準津波 1（防波堤有り）及び基準津波 1（防波堤無し）） 
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図 1.2－38(4) 地盤変状の有無による最大水位下降量分布の比較 

（基準津波 3（防波堤有り）及び基準津波 6（防波堤無し）） 

 

 

図 1.2－38(5) 地盤変状の有無による最大水位下降量分布の比較 

（基準津波 4（防波堤有り）及び基準津波 4（防波堤無し））  
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(4) 防波堤損傷に関する検討 

島根原子力発電所では，輪谷湾に防波堤及び東防波堤を設置しており，これら防

波堤は，敷地周辺の地震により損傷する可能性は否定できないことから，防波堤の

状態による入力津波への影響の有無を検討する。検討にあたっては，津波高さと津

波高さ以外に区分して，実施する。 

a. 検討結果 

(a) 津波高さ 

基準津波策定の際に，防波堤の有無により津波高さに有意な差を与えること

を確認した（表 1.2－7，図 1.2－39）。 

(b) 津波高さ以外（流況等） 

発電所沖合については，防波堤の有無により流況の変化が認められない（図 

1.2－40）。また，港湾内及び港湾外については，防波堤の有無により流況の変

化が認められる。（図 1.2－41） 

 

表 1.2－7 防波堤の有無による最大水位上昇量の比較 

 

 

 

図 1.2－39 防波堤の有無による最大水位上昇量分布の比較 
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図 1.2－40 発電所沖合の流況 

 

 

図 1.2－41 港湾内及び港湾外の流況 

 

(5) 津波による洗掘に関する検討 

遡上域となる荷揚場はアスファルト又はコンクリートで地表面を舗装されてい

る。文献＊によるとアスファルト部で 8m/s の流速に対して洗掘の耐性があるとされ

ている。遡上域の範囲（最大浸水深分布）を評価するため，地震による荷揚場周辺

の沈下及び初期潮位を考慮した津波解析を実施した。検討にあたっては，荷揚場付

近の浸水範囲が広い基準津波１（防波堤無し）を対象とした。図 1.2－42 に荷揚場

における最大浸水深分布図，図 1.2－43 に最大流速分布図，図 1.2－44 に流速が最

大（11.9m/s）となった地点における浸水深・流速時刻歴波形を示す。図 1.2－44 よ

り，アスファルト部で耐性があるとされる 8m/s の流速を越える時間は限定的である

が，図 1.2－43 に示す 8m/s の流速を越える地点付近についてはコンクリート舗装等

の対策工を行うことから洗掘は生じない。 

 

注記＊：津波防災地域づくりに係る技術検討報告書，津波防災地域づくりに係る

技術検討会，p.33，2012 
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図 1.2－42 最大浸水深分布図（基準津波１（防波堤無し）） 

 

図 1.2－43 最大流速分布図（基準津波１（防波堤無し）） 
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図 1.2－44 流速最大地点における浸水深・流速時刻歴波形 
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(6) 津波評価条件 

基準地震動Ｓｓ及び基準津波に伴う地形変化及び標高変化による影響の有無に関

する検討結果の一覧を表 1.2－8 に示す。 

 

表 1.2－8 基準地震動Ｓｓ及び基準津波による影響検討結果 

 

以上の結果を踏まえ，入力津波設定において考慮する地形の条件は以下のとお

り。 

・ 防波堤損傷に関する検討の結果，津波高さについては，防波堤の有無による

差異が認められることから，影響要因として考慮する。また，津波高さ以外

については，発電所沖合は防波堤の有無による最大流速分布に差異が認めら

れないことから影響要因として考慮しない。一方，港湾内及び港湾外は最大

流速分布に差異が認められることから，影響要因として考慮する。 
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(参考資料 1)防波堤の位置付け・モデル化 

(1) 防波堤の位置付け  

島根原子力発電所では，輪谷湾に防波堤及び東防波堤を設置している（図 1－

1）。これら防波堤は，敷地周辺の地震により損傷する可能性は否定できないことか

ら，津波影響軽減施設とせず，自主設備とする。基準津波 5，6 は自主設備である防

波堤の有無が基準津波の選定に影響が有ることから選定した。 

 

 

図 1－1 防波堤位置 

 

(2) 防波堤のモデル化 

防波堤の有無によるモデル化については，防波堤有り条件では，防波堤ケーソ

ン，捨石マウンドをモデル化しており，防波堤無し条件では，防波堤ケーソン，捨

石マウンドを全て取り除いた状態で実施している（図 1－2）。なお，消波ブロック

＊は，透過性を有するため，防波堤有り条件においては，安全側の評価となるよう消

波ブロックをモデル化しないものとしている。 

また，消波ブロックをモデル化した場合の津波への影響を検討するため，東防波

堤の EL 4.9m～EL 1.8m 区間の消波ブロックをモデル化し，消波ブロックの透過率を

施工実績より算出し 50％と設定し，防波堤有り条件のうち，施設護岸又は防波壁で

最大水位上昇量を示した基準津波 1 を対象に実施した。 

その結果，消波ブロックをモデル化した場合，消波ブロックをモデル化しない場

合と比較し，津波の敷地への影響は小さいことから，消波ブロックをモデル化しな
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い津波解析は安全側の評価となることを確認した。水位の影響については，表 1－1

及び図 1－3 に示す。また，流向・流速の影響については，図 1－4 に示す。 

注記＊：一般に消波ブロックは短周期の波浪に対する軽減効果を持つとされてお

り，土木学会（2016）においても構造物（消波ブロック）が無いものとして取り扱

うことが多いと記載されている。 

 

 

図 1－2 防波堤断面図 

 

表 1－1 消波ブロックのモデル化検討結果 
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図 1－3 最大水位上昇量分布図比較 
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地震発生後 190 分（消波ブロックをモデル化） 

 

 

地震発生後 190 分（消波ブロックをモデル化しない） 

 

図 1－4(1) 流向・流速分布図比較 
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地震発生後 191 分（消波ブロックをモデル化） 

 

 

地震発生後 191 分（消波ブロックをモデル化しない） 

 

図 1－4(2) 流向・流速分布図比較  

1.2－54

57



 

 

 

地震発生後 192 分（消波ブロックをモデル化） 

 

 

地震発生後 192 分（消波ブロックをモデル化しない） 

 

図 1－4(3) 流向・流速分布図比較  
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地震発生後 193 分（消波ブロックをモデル化） 

 

 

地震発生後 193 分（消波ブロックをモデル化しない） 

 

図 1－4(4) 流向・流速分布図比較 

 

1.2－56

59



4. 漂流物に関する考慮事項
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4.1 設計に用いる遡上波の流速 
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4.1 設計に用いる遡上波の流速 

（1）はじめに 

津波による漂流物の漂流速度は，津波の流速に支配される。文献＊
 によると漂流

物の最大漂流速度は津波の浸水流速より小さくなっているが，安全側に漂流速度と

して津波の流速を用いる。 

 

 

図 4.1－1 浸水流速 vts と最大漂流速度 vcdm の関係 

注記＊：有川太郎，大坪大輔，中野史丈，下迫健一郎，石川信隆（2007）：遡上津波による

コンテナ漂流力に関する大規模実験，海岸工学論文集，第 54 巻, P846-850（凡例は追記） 

 

漂流物の衝突速度は，防波壁付近の流速に依存すると考えられるため，発電所近

傍の海域における流速により，漂流物の衝突速度を設定する。漂流物が各施設に衝

突する際の荷重の大きさは，基準津波来襲時の発電所近傍の海域における全方向最

大流速を抽出し，これに不確かさを考慮して，安全側の評価を実施する。全方向最

大流速は，各地点においてＶＸ及びＶＹの流速時刻歴から全方向での流速が最大とな

る時刻のものを抽出して求めた。また，防波壁は広範囲にわたるため，地点により

流速が異なるが，設計に用いる漂流物の衝突荷重として，安全側に発電所近傍の海

域における最大流速を用いる。 

なお，設計に用いる遡上波の流速は，漂流物荷重の大きさは構造物に対して法線

方向の流速による影響が大きいため，本来は法線方向の速度値に着目するが，安全

側の評価を実施するため，ここでは全ての方向の流速ベクトルを含めた中での最大

流速の数値を切り上げた値を設定する。 
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（2）日本海東縁部に想定される地震による津波における漂流速度 

基準津波 1～6 のうち，日本海東縁部に想定される地震による津波である基準津波

1，2，3，5 及び 6 について，全方向最大流速の一覧を表 4.1－1 に，全方向最大流速

分布及び評価地点を図 4.1－2 に示す。 

結果としては，日本海東縁部に想定される地震による津波における最大流速は

9.3m/s が抽出されたことから，安全側に 10.0m/s を日本海東縁部に想定される地震

に伴う津波による防波壁付近における衝突荷重評価に用いる漂流速度として設定す

る。 

 

 

表 4.1－1 基準津波来襲時（日本海東縁部）における全方向最大流速 
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図 4.1－2(1) 基準津波 1（防波堤有り，沈下無し） 全方向最大流速分布（全時刻） 

 

   

図 4.1－2(2) 基準津波 1（防波堤無し，沈下無し） 全方向最大流速分布（全時刻） 
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図 4.1－2(3) 基準津波 2（沈下無し） 全方向最大流速分布（全時刻） 

 

  

図 4.1－2(4) 基準津波 3（沈下無し） 全方向最大流速分布（全時刻） 
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図 4.1－2(5) 基準津波 5（沈下無し） 全方向最大流速分布（全時刻） 

 

   

図 4.1－2(6) 基準津波 6（沈下無し） 全方向最大流速分布（全時刻） 
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（3）海域活断層から想定される地震による津波における漂流速度 

基準津波 1～6 のうち，海域活断層から想定される地震による津波である基準津波

4 及び海域活断層上昇側最大ケースについて，全方向最大流速の一覧を表 4.1－2

に，全方向最大流速分布及び評価地点を図 4.1－3 に示す。  

海域活断層から想定される地震による津波における最大流速は 5.8m/s が抽出され

たことから，安全側に 6.0m/s を海域活断層から想定される地震に伴う津波による防

波壁付近における衝突荷重評価に用いる漂流速度として設定する。 

 

 

表 4.1－2 基準津波来襲時（海域活断層）における全方向最大流速 
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図 4.1－3(1) 基準津波 4（防波堤有り，沈下無し） 全方向最大流速分布（全時刻） 

 

   

図 4.1－3(2) 基準津波 4（防波堤無し，沈下無し） 全方向最大流速分布（全時刻） 
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図 4.1－3(3) 海域活断層上昇側最大ケース（防波堤有り，沈下無し） 

全方向最大流速分布（全時刻） 

 

   

図 4.1－3(4) 海域活断層上昇側最大ケース（防波堤無し，沈下無し） 

全方向最大流速分布（全時刻）  
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（4）荷揚場周辺における漂流速度 

荷揚場周辺における浸水範囲が広い基準津波 1（防波堤無し）について，浸水範囲

を安全側に設定するため，地震による荷揚場周辺の沈下（液状化及び揺すり込みに

伴う沈下量 0.65m に側方流動による沈下量 0.35m を加えた 1m を一律に設定）及び初

期潮位（朔望平均満潮位 EL 0.58m と潮位のばらつき EL 0.14m）を考慮した場合の荷

揚場周辺における最大浸水深分布及び流速を図 4.1－4 に示す。 

結果として，荷揚場周辺に遡上した津波により最大流速 11.9m/s が確認されたこ

とから，「4.5.2 津波に関するサイト特性」において発生要因について分析し，そ

の結果を踏まえ，荷揚場周辺における漂流速度を設定する。 
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基準津波１（防波堤無し，1m 沈下） 

 

 

図 4.1－4 基準津波 1（防波堤無し，1m 沈下）における 

荷揚場周辺の最大浸水深分布及び流速（全時刻） 
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6 -5.5 4.1 -5.5 2.7 6.1

7 -11.8 3.4 -11.8 1.1 11.9

8 -5.3 1.5 -5.3 1.3 5.4

9 -5.9 1.9 -5.9 1.6 6.1

10 4.8 -7.6 4.8 -7.6 9.0

11 -8.9 2.5 -8.9 -1.2 9.0

12 -2.7 5.1 -1.4 5.1 5.3

各地点の流速評価結果

（切上げの関係で値があわない場合がある）
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11 -8.9 2.5 -8.9 -1.2 9.0
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各地点の流速評価結果

（切上げの関係で値があわない場合がある）
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4.3－1 

4.3 燃料等輸送船の係留索の耐力 

 

1. 概要 

 燃料輸送船及びＬＬＷ輸送船（以下，「燃料等輸送船」という。）は，来襲までに時間的

余裕がある津波の場合は緊急退避するが，来襲までに時間的余裕がない津波の場合は荷揚

場に係留することとなる。したがって，係留索の耐力（以下，「係留力」という。）につい

て評価を実施する。 

 係留索については，船舶の大きさから一定の算式によって計算される数値（艤装数）に

応じた仕様（強度，本数）のものを有するように，日本海事協会（NK）の鋼船規則におい

て定められている。 

 本書では，燃料等輸送船が備えている係留力及び津波による流圧力を石油会社国際海事

評議会 OCIMF（Oil Companies International Marine Forum）刊行“Mooring Equipment 

Guidelines”の手法を用いて算出し，係留索の耐力評価を行う。なお，同書は船舶の係留

方法・係留設備に関わる要求事項を規定するものであり，流圧力の評価については大型タ

ンカーを主たる適用対象としているが，燃料等輸送船は大型タンカーと同じ 1 軸船であ

り，水線下の形状が類似しているため，同評価を燃料等輸送船に適用する。 

 

2. 評価 

 (1)燃料等輸送船，係留索，係船柱及び係船環の仕様 

  燃料等輸送船及び係留索の仕様を表 4.3-1に，係船柱及び係船環の仕様を表 4.3-2にそ

れぞれ示す。また，燃料輸送船の配置例及び係船柱，係船環の位置を図 4.3-1に示す。係

留に当たっては，燃料輸送船の位置及び係留索の水平角を固定するため，船首側及び船尾

側に各 2本ずつ（計 4本）係留索を使用する。 

ＬＬＷ輸送船は燃料輸送船と同様に津波来襲時に荷揚場へ係留することとなるが，表

4.3-1に示すとおり輸送船仕様は燃料輸送船と同等である。また，係留索の仕様のうち耐

力評価に使用する係船機ブレーキ力は燃料輸送船の値を上回っていることから，燃料輸送

船を代表に評価する。 

 

(2)津波条件（流向，水位，流速） 

  来襲までに時間的余裕がなく，燃料輸送船を離岸できない海域活断層から想定される地

震による津波（基準津波４）を対象に津波条件を設定する。 

  海域活断層から想定される地震による津波（基準津波４）による荷揚場近傍の流向は，

図 4.3-2に例示するとおり，荷揚場に対する接線方向の成分が支配的となる。これに対

し，燃料輸送船は荷揚場と平行して接岸されることから，燃料輸送船の船首及び船尾方向

の流圧力に対する係留力について評価を実施する。 

  一方，海域活断層から想定される地震による津波（基準津波４）の荷揚場近傍における

水位及び接線方向成分の流速は，図 4.3-3のとおりとなる。この図より，地震発生後，押

し波が５分程度継続した後，引き波に転じ約６分で第一波の最低点に達し，この時の流速

が最大の 2.3m/sに達することが分かる。 
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4.3－2 

なお，図 4.3-3に示した津波の流速は，防波堤の損傷を想定した場合における流速で

あり，防波堤の損傷を想定しない場合（防波堤健全の条件）でも，接線方向成分の流速

は，図 4.3-4に示すとおり，流速条件は防波堤損傷状態における流速と同程度である。 

 

(3)係留力 

 係留力の計算方法を表 4.3-3に，計算結果を表 4.3-4，図 4.3-5及び図 4.3-6にそれぞ

れ示す。 

 

(4)流圧力 

  流圧力の計算方法を表 4.3-5に示す。また，前項で算出した係留力との比較結果を図

4.3-7に示す。 

 

3. 結論 

 津波（最大流速 2.3m/s）による流圧力に対し，係留力（約 23.1tonf，約 21.6tonf）が

上回ることを確認した。 
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4.3－3 

表 4.3-1 燃料等輸送船及び係留索の仕様 

項目 
仕様 

燃料輸送船 ＬＬＷ輸送船 

輸送船 

総トン数 約 5,000 トン 約 4,600トン 

載貨重量トン 約 3,000t 約 3,000t 

喫水 約 5m 約 5m 

全長 100.0m（垂線間長：94.4m） 99.95m 

型幅 16.5m 16.5m 

形状 （図 4.3-1参照） － 

船殻構造 二重構造 二重構造 

船底構造 二重構造 二重構造 

船型 
船首楼・ 

船尾楼付平甲板船 

船首楼・ 

船尾楼付平甲板船 

係留索 

直径 60mm（ノミナル値） 60mm 

素材種別 Polyethylene Rope Grade 1 ポリプロピレン／ 

ポリエステル混紡 

破断荷重 279kN（キロニュートン）

=28.5tonf 

348kN（キロニュートン） 

=35.5tonf 

係船機ブレーキ力 28.5tonf×0.7≒20.0tonf 35.5tonf×0.7≒25.0tonf 

   

 

 表 4.3-2 係船柱及び係船環の仕様 

項目 仕様 

係船柱 

及び 

係船環 

形状 （図 4.3-1参照） 

ビット数，位置 （図 4.3-1参照） 

係留状態 （図 4.3-1参照） 

強度 25t 
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4.3－4 
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4.3－5 

 

（地震発生後５分 50秒後） 

図 4.3-2(1) 基準津波４の流向 

 

 

（地震発生後６分 10秒後） 

 

図 4.3-2(2) 基準津波４の流向 
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4.3－6 

 

（地震発生後６分 50秒後） 

 

図 4.3-2(3) 基準津波４の流向  
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4.3－7 

 

図 4.3-3 基準津波４の流速（荷揚場近傍） 

 

 

 

 

 

図 4.3-4 防波堤健全時における基準津波４の流速（荷揚場近傍） 
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4.3－8 

表 4.3-3 係留力の計算方法 

【各索の係留力計算式】 

𝑅𝑥 = T × (
𝑐𝑜𝑠2𝛽 × 𝑐𝑜𝑠2𝜃

L
)

× (
L𝑐

cosβc × cosθc
) 

仰角θ

β

α係船索長：L

 

Rx：前後係留力[tonf]（前方は添字 f，後報は添字 a） 

T ：係留索１本に掛けることができる最大張力[tonf] 

β：係留索水平角（岸壁平行線となす角度）[deg] 

θ：係留索の仰角[deg] 

L ：係留索の長さ（船外＋船内）[m] 

βc：各グループ※で最も負荷の大きい係留索の係留索水平角（岸壁平行線となす角

度）[deg] 

θc：各グループ※で最も負荷の大きい係留索の仰角（岸壁平行線となす角度）[deg] 

Lc ：各グループ※で最も負荷の大きい係留索の長さ（船外＋船内）[m] 

  ※係留索の機能別グループ（前方係留力または後方係留力） 

（出典：係留設備に関する指針 OCIMF刊行） 

 

係留索長さ：L 
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4.3－12 

 

表 4.3-5 流圧力の計算方法 

【流圧力計算式】 

𝐹𝑥𝑐 =
1

2
× 𝐶𝑥𝑐 × 𝜌𝑐 × 𝑉𝑐

2 × 𝐿𝑝𝑝 × 𝑑 

Fxc：縦方向流圧力[kgf] 

Cxc：縦方向流圧力係数 

 (船尾方向：0.13，船首方向：0.08）＊ 

Vc ：流速[m/s]（＝2.3 m/s） 

Lpp：垂線間長[m]（＝94.4 m） 

d  ：喫水[m]（＝5.4 m） 

ρc：水密度[kg・sec2/m4] 

    （＝104.5 sec2/m4） 

＊下図より，船尾方向流圧力の算出には相

対流向角 0°～90°における最大値(絶対

値)を，船首方向流圧力の算出には相対流

向角 90°～180°における最大値(絶対値)

を用いて安全側に計算を行う 

（出典：係留設備に関する指針 OCIMF刊行） 

 

（出典：VLCCにおける風圧及び流圧の予測 OCIMF刊行） 
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4.3－13 

船尾方向の流圧力と 

係留力の関係 

船首方向の流圧力と 

係留力の関係 

  

  

・最大津波流速 2.3m/sによる船尾方向へ 

の流圧力約 18tonf に対し，係留力は約

23.1tonfであり，対抗可能である 

・最大津波流速 2.3m/s による船首方向へ

の流圧力約 12tonf に対し，係留力は約

21.6tonfであり，対抗可能である 

 

図 4.3-7 流圧力と係留力の比較 

 

 

流圧力 12tonf 
（最大流速 2.3m/s 

相対流向角 135°） 

流圧力 18tonf 
（最大流速 2.3m/s， 
相対流向角 45°） 

係留力 21.6tonf 

係留力 23.1tonf 
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4.5 漂流物による衝突荷重 

4.5.1 衝突荷重を考慮する施設・設備の選定 

津波防護施設，浸水防止設備，津波監視設備及びその他のうち，漂流物によ

る衝突荷重を考慮する施設・設備については，各施設・設備の設置位置を踏ま

えて，防波壁及び防波壁通路防波扉に加え，屋外排水路逆止弁前面の集水桝及

び漂流防止装置を選定した。 

津波防護施設，浸水防止設備，津波監視設備及びその他として考慮する漂流

防止装置の平面位置図を図 4.5.1－1 に，漂流物による衝突荷重を考慮する施

設・設備の選定フローを図 4.5.1－2 に，選定結果を表 4.5.1－1 に，選定され

た施設・設備の設置概念図を図 4.5.1－3 に示す。 

なお，屋外排水路逆止弁のうち，防波壁よりも陸側に設置及び地中に設置し

ているものは漂流物による衝突荷重を考慮しないこととする。漂流防止装置

については，日本海東縁部の地震に想定される津波来襲時には，燃料等輸送船

を緊急退避させることから評価は実施しないこととし，海域活断層の地震に

想定される津波来襲時には，入力津波高さ以上の位置に設置されるため，漂流

物による衝突荷重を考慮しないこととする。 

 

 

図 4.5.1－1 津波防護施設，浸水防止設備，津波監視設備及び 

その他の平面位置図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

２号炉 

 

復水器エリア防水壁 

貫通部止水処置 

復水器エリア水密扉 

タービン建物床ドレン逆止弁 Ｂ－非常用ディーゼル発電機（燃料移送系） 

屋外配管ダクト（Ｂ－ディーゼル燃

料貯蔵タンク～原子炉建物） 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

凡例 津波防護施設 

津波監視設備 

設計基準対象施設（重大事故等対処 

設備を含む）の津波防護対象設備を 

内包する建物・区画 
 

浸水防止設備 

(外郭防護) 

浸水防止設備 

(内郭防護)＊ 

重大事故等対処施設の津波防護対象 

設備を内包する建物・区画  

注記＊：基準地震動Ｓｓによる地震力に対してバウンダリ機能保持のみを要求する機器・配管を除く。 

廃棄物処理建物 

制御室建物 

１号機取水槽流路縮小工 

取水槽水位計 

取水槽除じん機エリア防水壁 

取水槽除じん機エリア水密扉 

取水槽床ドレン逆止弁 

貫通部止水処置 

隔離弁 

貫通部止水処置 

防波壁 

第４保管エリア（EL 8.5m） 
屋外排水路逆止弁 

屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽） 

隔離弁 

排気筒 

津波監視カメラ 

低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽 

第１ベントフィルタ格納槽 

原子炉建物 

防波壁通路防波扉 
取水槽海水ポンプエリア， 

取水槽循環水ポンプエリア 

第３保管エリア（EL 13.0～33.0m） 

津波監視カメラ 

津波監視カメラ 

EL 6.5m 

EL 8.5m 

EL 44.0m 

EL 15.0m Ａ-非常用ディーゼル発電機（燃料移送系） 
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機（燃料移送系） 

第２保管エリア（EL 44.0m） 

屋外配管ダクト（タービン建物～排気筒） 

タービン建物 

その他 

漂流防止装置 

屋外排水路逆止弁 

屋外排水 

路逆止弁 
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図 4.5.1－2 漂流物による衝突荷重を考慮する施設・設備の選定フロー 

  

津波防護施設，浸水防止設備，
津波監視設備及びその他

防波壁よりも海側
に設置されているか

入力津波高さ以深
かつ 地上(海中含む)
に設置されているか

漂流物が衝突する
ことを考慮する

入力津波高さより高い箇所，
又は地中に設置されることで，
漂流物が衝突するおそれはない

YES

YES

YES

No

No

漂流物が衝突する
おそれはない
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表 4.5.1－1 漂流物による衝突荷重を考慮する施設・設備の選定結果 

施設・設備 

防波壁より

も海側に設

置されてい

るか 

入力津波高さ 

以深に設置 

されているか 

地上(海中含む)に設

置されているか 

評価 

(衝突荷重の

考慮) 

津

波

防

護

施

設 

防波壁(波返重力擁壁) ― 
日本海東縁 以深 地上 

(天端標高EL 15.0m) 

考慮する 

海域活断層 以深 考慮する 

防波壁 

(多重鋼管杭式擁壁) 
― 

日本海東縁 以深 地上 

(天端標高EL 15.0m) 

考慮する 

海域活断層 以深 考慮する 

防波壁(逆Ｔ擁壁) ― 
日本海東縁 以深 

地上 

(天端標高 EL 15.0m) 
考慮する 

海域活断層 以上 ― 考慮しない 

防波壁通路防波扉 ― 
日本海東縁 以深 

地上 

(天端標高 EL 15.0m) 
考慮する 

海域活断層 以上 ― 考慮しない 

１号機取水槽流路縮小工 敷地側 ― ― 考慮しない 

浸

水

防

止

設

備 

屋外排水路逆止弁 

海側 
日本海東縁 以深 地上 

(下端標高 EL 3.0m) 

考慮しない＊1 

海域活断層 以深 考慮しない＊1 

海側 
日本海東縁 以深 

地中 
考慮しない 

海域活断層 以深 考慮しない 

敷地側 ― ― 考慮しない 

取
水
槽 

防水壁 敷地側 ― ― 考慮しない 

水密扉 敷地側 ― ― 考慮しない 

床ドレン逆止弁 敷地側 ― ― 考慮しない 

貫通部止水処置 敷地側 ― ― 考慮しない 

隔離弁,ポンプ 

及び配管 
敷地側 ― ― 考慮しない 

タ
ー
ビ
ン
建
物
他 

防水壁 敷地側 ― ― 考慮しない 

水密扉 敷地側 ― ― 考慮しない 

床ドレン逆止弁 敷地側 ― ― 考慮しない 

貫通部止水処置 敷地側 ― ― 考慮しない 

隔離弁，配管 敷地側 ― ― 考慮しない 

放水槽 貫通部止水処置 敷地側 ― ― 考慮しない 

津

波

監

視

設

備 

津波監視カメラ 敷地側 ― 
地上 

(下端標高EL 15.0m) 
考慮しない 

取水槽水位計 敷地側 ― ― 考慮しない 

そ

の

他 

漂流防止装置 海側 

日本海東縁 以深 
地上 

(下端標高EL 6.0m) 
―＊2 

海域活断層 以上 ― 考慮しない 

注記＊1：屋外排水路逆止弁前面の集水桝の評価に考慮する。 

＊2：日本海東縁部の地震に想定される津波来襲時には，燃料等輸送船を緊急退避させるた

め，機能維持に期待しないことから，評価を実施しない。 
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図 4.5.1－3(1) 漂流物による衝突荷重を考慮する施設・設備の設置概念図  
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図 4.5.1－3(2) 漂流物による衝突荷重を考慮する施設・設備の設置概念図 

Ｎ

KEY-PLAN

D

Ｄ
：防波壁

Ｃ

Ｃ
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4.5.2 津波に関するサイト特性 

(1) 発電所周辺地形の把握 

島根原子力発電所は，島根半島の中央部で日本海に面した位置に立地して

いる。島根原子力発電所の周辺は，東西及び南側を標高 150m 程度の高さの

山に囲まれており，発電所東西の海沿いには漁港がある。島根原子力発電所

の周辺地形について，図 4.5.2－1 に示す。 

 

 

図 4.5.2－1 発電所周辺の地形 

 

 

(2) 敷地及び敷地周辺に来襲する津波の特性（流速及び水位）の把握 

敷地及び敷地周辺に来襲する津波の特性については，「4.1 設計に用いる

遡上波の流速について」及び「4.2.1.1 b. 敷地及び敷地周辺に来襲する

津波の特性の把握」に示すとおりである。 

これらの特性のうち漂流物による衝突荷重の算定及び作用位置の設定に用

いる内容を以下に示す。 

 

 

 

  

4.5－6

93



 

 

a. 漂流物による衝突荷重の算定に用いる流速 

(a) 日本海東縁部に想定される地震による津波の最大流速  

日本海東縁部に想定される地震による津波における最大流速は，基準

津波 1（防波堤有り）により 9.3m/s が抽出されたことから，安全側に

10.0m/s を衝突荷重の算定に用いる漂流物の衝突速度として設定する。

9.3m/s を抽出した基準津波 1（防波堤有り）の全方向最大流速分布及び

評価地点を図 4.5.2－2 に示す。 

 

(b) 海域活断層から想定される地震による津波の最大流速 

海域活断層から想定される地震による津波における最大流速は，基準

津波 4（防波堤無し）により 5.8m/s が抽出されたことから，安全側に

6.0m/s を衝突荷重の算定に用いる漂流速度として設定する。5.8m/s を

抽出した基準津波 4（防波堤無し）の全方向最大流速分布及び評価地点

を図 4.5.2－3 に示す。 
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図 4.5.2－2 基準津波 1（防波堤有り，沈下無し） 全方向最大流速分布（全時刻） 

 

 

図 4.5.2－3 基準津波 4（防波堤無し，沈下無し） 全方向最大流速分布（全時刻） 
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(c) 荷揚場周辺に遡上した津波による流速の扱い 

「(a) 日本海東縁部に想定される地震による津波の最大流速」及び

「(b) 海域活断層から想定される地震による津波の最大流速」は，地震

による地盤沈下を考慮しない条件において発電所近傍の海域で最大流速

を抽出したものである。一方，荷揚場周辺の浸水範囲を安全側に評価す

るため，地震による地盤沈下として防波壁前面を 1m 沈下させた条件で

は，10m/s を超える流速（11.9m/s）が抽出されたことから，その発生要

因及び特性について分析を行った。 

防波壁前面の沈下範囲を図 4.5.2－4 に，沈下範囲における最大浸水

深分布を図 4.5.2－5 に，沈下範囲における最大流速分布を図 4.5.2－6

に，最大流速発生時の水位変動，流向ベクトル及び浸水深を図 4.5.2－7

及び図 4.5.2－8 に示す。最大流速が抽出された箇所は，荷揚場の隅角

部から津波が遡上する地点であり，波が隅角部に集中して水位が上昇し

た後，荷揚場へ押し波として遡上したことにより，西方向に卓越した大

きな流速（11.9m/s）が局所的に生じたものと考える。 

この押し波による最大浸水深は 1.7m であり，その水位は EL 6.7m で

あることから，地震による地盤沈下を考慮した敷地高さ（EL 7.5m）に

到達しない（図 4.5.2－9）ことを確認している。 

以上の分析結果より，荷揚場周辺における最大流速（11.9m/s）が抽

出された押し波は，敷地高さ（EL 7.5m）に到達しないことを確認した

ことから，衝突荷重を考慮する施設・設備への漂流速度として適用しな

いが，荷揚場周辺における施設・設備等が滑動する可能性を検討するう

えで用いる流速として適用する。 
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図 4.5.2－4 防波壁前面の沈下範囲 

 

 

 

 

  

：施設護岸

：防波壁

：沈下範囲（沈下量1m）

凡例

隅角部となる箇所
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図 4.5.2－5 基準津波 1（防波堤無し，沈下 1m）による沈下範囲の最大浸水深分布 

 

 

 

  

：海陸境界

最大浸水深
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図 4.5.2－6 基準津波 1（防波堤無し，沈下 1m）による沈下範囲の最大流速分布 

 

  

流速 4.9m/s

流速 11.9m/s （地点A）

流速 10.2m/s （地点B）

(m/s)最大流速
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図 4.5.2－7 基準津波 1（防波堤無し，沈下 1m）による荷揚場周辺の 

水位変動及び流向ベクトル 

  

隅角部に波が集中

湾奥からの波

荷揚場に遡上し大きな
流速（11.9m/s）が発生

3時間9分53秒
（約189.88分）

3時間9分50秒
（約189.83分）

3時間9分55.65秒
（約189.93分）

5.0 m/s

地点A 地点B

流速

水位（EL m）
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図 4.5.2－8 基準津波 1（防波堤無し，沈下 1m）による地点 A 及び 

地点 B における流速及び浸水深の時刻歴波形  
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図 4.5.2－9 直近陸域（荷揚場周辺）の地盤沈下を考慮した 

敷地形状と津波高さの概念図 

  

KEY-PLAN

(m/s)

最大流速分布図（基準津波1（防波堤無し，沈下1m））

A A

AーA断面

▽ EL 6.7（遡上津波高さ＊1）
▽EL 8.5

▽EL 15.0

埋戻土＊2
埋戻土

防波壁（逆T擁壁）

海側 敷地側

改良地盤

：施設

：漂流物衝突（浮遊，滑動）

【防波壁（逆T擁壁）】

▽EL 7.5▽EL 5.0

注記＊1：荷揚場周辺の最大流速発生時における津波高さ
＊2：地震による地盤沈下（1m）を考慮した高さ

（単位：m）

岩盤
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b. 漂流物による衝突荷重の作用位置の設定に用いる水位 

以下に示す最高水位に高潮ハザードによる裕度（0.64m）を加えた津波

高さを考慮する。 

(a) 日本海東縁部に想定される地震による津波の水位 

水位上昇側の最高水位は，基準津波 1（防波堤無し）の EL 11.9m（発生

時刻：約 193 分，潮位 0.58m 及び潮位のばらつき+0.14m を考慮）であり，

高潮ハザードによる裕度を加えた EL 12.6m とする。遡上域における基準

津波 1（防波堤無し）の時刻歴波形を図 4.5.2－10 に示す。 

 

(b) 海域活断層から想定される地震による津波の水位 

水位上昇側の最高水位は，海域活断層上昇側最大ケース（防波堤有り）

の EL 4.2m（発生時刻：約 6 分 30 秒，潮位 0.58m 及び潮位のばらつき

+0.14m を考慮）であり，高潮ハザードによる裕度を加えた EL 4.9m とす

る。遡上域における海域活断層上昇側最大ケース（防波堤有り）の時刻歴

波形を図 4.5.2－11 に示す。なお，荷揚場（EL 6.0m）については，地震

による地盤沈下（1m）を考慮しても，海域活断層から想定される地震によ

る津波は遡上しない。 
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図 4.5.2－10 遡上域における時刻歴波形（基準津波 1，防波堤無し） 

  

注：灰色の網掛けは最高水位地点の標高以下の範囲を示す。
最大水位上昇量分布図

（基準津波1，防波堤無し）

「施設護岸又は防波壁」
最高水位地点

注：灰色の網掛けは最高水位地点の標高以下の範囲を示す。
最大水位上昇量分布図

（基準津波1，防波堤無し）

「施設護岸又は防波壁」
最高水位地点
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図 4.5.2－11 遡上域における時刻歴波形（海域活断層上昇側 

最大ケース，防波堤有り）  

注：灰色の網掛けは最高水位地点の標高以下の範囲を示す。
最大水位上昇量分布図

（海域活断層上昇側最大ケース，防波堤無し）

「施設護岸又は防波壁」最高水位地点

注：灰色の網掛けは最高水位地点の標高以下の範囲を示す。
最大水位上昇量分布図

（海域活断層上昇側最大ケース，防波堤無し）

「施設護岸又は防波壁」最高水位地点
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4.5.3 衝突荷重として考慮する漂流物の選定 

「4.2 漂流物による影響確認について」における，漂流（浮遊）して施設

護岸又は輪谷湾に到達する可能性があると評価した漂流物及び発電所構内陸

域（荷揚場周辺）で滑動する漂流物の配置場所を整理（表 4.5.3－1）した上

で，衝突荷重として考慮する漂流物を選定した。 

 

表 4.5.3－1 施設護岸又は輪谷湾に到達する可能性があると評価した漂流物及び発電

所構内陸域（荷揚場周辺）で滑動する漂流物 

調査対象 漂流物 重量等 考慮する津波＊1 到達形態 

発電所

構内 

海

域 

作業船 総トン数：約 10 トン 海域 浮遊 

漁船 総トン数：約 0.7 トン 東縁，海域 浮遊 

陸

域 

荷揚場詰所 

（壁材（ＡＬＣ版）） 

－ 

（がれき化して漂流） 
東縁 浮遊 

デリッククレーン試験用 

ウエイト 
約 22t 東縁 滑動 

変圧器・ポンプ制御盤 約 0.1t 東縁 滑動 

防舷材 約 1t 東縁 浮遊 

エアコン室外機 約 0.2t 東縁 滑動 

枕木 約 12kg 東縁 浮遊 

発電所

構外 

海

域 

漁船（500m 以内（操業）） 総トン数：3 トン未満 東縁，海域 浮遊 

漁船（500m 以遠（操業））＊2 総トン数：約 19 トン＊3 東縁，海域 浮遊 

注記＊１：「東縁」は日本海東縁部に想定される地震による津波，「海域」は海域活断層から想定

される地震による津波を表す。 

＊２：4.2 の漂流物評価において施設護岸又は輪谷湾に到達しないと評価しているが，発電所

周辺漁港の漁船であることから抽出。 

＊３：施設護岸から 500m 付近で操業するイカ釣り漁船（総トン数：10 トン）を含む。 

 

(1) 漂流物を考慮する範囲 

漂流物による衝突荷重の設定においては，漂流物の配置場所が重要な要因

となるため，表 4.5.3－1 に示す漂流物について，配置場所の区分を行っ

た。 

日本海東縁部に想定される地震による津波（基準津波１）の流向・流速の

分析の結果，3 号北側防波壁から約 50m 以内の水深が約 20m の浅い位置で

5m/s 以上の速い流速が確認されたことから，安全側に施設護岸から 500m 以

内にある漂流物は津波の第一波により漂流し，施設護岸又は輪谷湾に到達す

る可能性があると考え，施設護岸から約 500m 以内の海域を「直近海域」と

して区分する。また，発電所構内陸域（荷揚場周辺）で浮遊する漂流物の配

置場所については，施設護岸に到達することから，「直近海域」とする。 
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施設護岸から 500m 以遠については，日本海東縁部に想定される地震によ

る津波（基準津波１）の流向・流速の分析の結果，ほとんどの海域において

流速は速くて 2m/s 程度であることから，この範囲にある漂流物は津波の第

一波により漂流し，施設護岸又は輪谷湾に到達する可能性は低いと考え，こ

の範囲を「前面海域」として区分する。 

発電所構内陸域（荷揚場周辺）の滑動する漂流物については，滑動して荷

揚場周辺の津波防護施設に到達する可能性があるため，発電所構内陸域（荷

揚場周辺）を「直近陸域」として区分する。 

配置場所の区分を図 4.5.3－1 に示す。また，表 4.5.3－1 の漂流物の配置

場所の区分を整理した結果及び到達の有無を表 4.5.3－2 に示す。 

なお，発電所周辺における津波来襲時の流況について考察すると，日本海

東縁部に想定される地震による津波（基準津波１）は最大水位・流速を示す

時間帯が地震発生後約 180 分～200 分であり，海域活断層から想定される地

震による津波（基準津波４）は，最大水位・流速を示す時間帯が地震発生後

約 5 分～7 分である。最大流速は，いずれも施設護岸から 500m 以内の海域で

生じていることから，直近海域からの漂流物の影響が大きくなることが考え

られる。 

 

 

図 4.5.3－1 漂流物を考慮する範囲の区分 

  

片句港

御津港

500m

防波壁

直近陸域

（荷揚場周辺）

前面海域

直近海域
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表 4.5.3－2 漂流物の配置場所の区分及び到達の有無 

調査対象 到達する漂流物 重量等 
考慮す

る津波 

到達 

形態 
配置場所 

到達の

有無 

発電所

構内 

海

域 

作業船 総トン数：約 10 トン 海域 浮遊 直近海域 〇 

漁船 総トン数：約 0.7 トン 
東縁 

海域 
浮遊 直近海域 〇 

陸

域 

荷揚場詰所 

（壁材（ＡＬＣ版）） 

－ 

（がれき化して漂流） 
東縁 浮遊 直近海域 〇 

デリッククレーン 

試験用ウエイト 
約 22t 東縁 滑動 直近陸域 × 

変圧器・ポンプ 

制御盤 
約 0.1t 東縁 滑動 直近陸域 × 

防舷材 約 1t 東縁 浮遊 直近海域 〇 

エアコン室外機 約 0.2t 東縁 滑動 直近陸域 × 

枕木 約 12kg 東縁 浮遊 直近海域 〇 

発電所

構外 

海

域 

漁船 

（500m 以内（操業）） 
総トン数：約 3 トン未満 

東縁 

海域 
浮遊 直近海域 〇 

漁船 

（500m 以遠（操業）） 
総トン数：約 19 トン 

東縁 

海域 
浮遊 前面海域 〇 
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(2) 敷地形状を踏まえた衝突荷重として考慮する漂流物の選定 

「表 4.5.3－2 漂流物の配置場所の区分及び到達の有無」及び敷地形状を

踏まえ，衝突荷重として考慮する漂流物の選定を行う。衝突荷重として考慮す

る漂流物は，考慮する津波及び配置場所の区分毎に重量又は質量（以下，重量

等という），材質及び既往の衝突荷重算定式を踏まえて選定する。 

a. 日本海東縁部に想定される地震による津波に伴う漂流物 

日本海東縁部に想定される地震による津波における浮遊状態で到達する

もののうち，漂流物の影響が大きくなることが考えられる配置場所が直近

海域で最大重量となる漂流物は，総トン数 10 トンの作業船であるが，津波

到達までに退避できるため，総トン数 3 トンの漁船となる。ただし，前面海

域の漁船については，操業区域及び航行の不確かさ（添付資料１参照）があ

ることから，総トン数 19 トンの漁船を直近海域の漂流物として評価する。

したがって，漂流物の重量等及び材質を踏まえ，既往の衝突荷重算定式から

求めた衝突荷重を比較した結果，総トン数 19 トンの漁船を漂流物として選

定する（漂流物による衝突荷重の詳細は添付資料２参照）。 

なお，直近陸域において地盤沈下を考慮した場合に局所的に大きな流速

（11.9m/s）が抽出されているが，津波高さ（EL 6.7m）が敷地高さ（EL 7.5m）

に到達しない（図 4.5.2－11）ことから，漂流物（滑動）は漂流物による衝

突荷重を考慮する施設・設備に衝突しない。 

 

b. 海域活断層に想定される地震による津波に伴う漂流物 

海域活断層に想定される地震による津波における浮遊状態で到達するも

ののうち，漂流物の影響が大きくなることが考えられる配置場所が直近海

域で最大重量となる漂流物は，総トン数 10 トンの作業船となる。ただし，

前面海域の漁船については，操業区域及び航行の不確かさがあることから，

総トン数 19 トンの漁船を直近海域の漂流物として評価する。したがって，

漂流物の重量等及び材質を踏まえ，既往の衝突荷重算定式から求めた衝突

荷重を比較した結果，総トン数 19 トンの漁船を漂流物として選定する（漂

流物による衝突荷重の詳細は添付資料２参照）。 

なお，直近陸域における漂流物については，4.5.2 b.(b)に示すとおり，

津波が配置場所へ遡上しないため選定しない。 

海域活断層から想定される地震による津波による津波高さと防波壁（逆

Ｔ擁壁）及び防波壁通路防波扉の位置関係を図 4.5.3－2 示す。図に示すと

おり，防波壁（逆Ｔ擁壁）及び防波壁通路防波扉は，地中又は EL 8.5m 以上

の地上に設置されていることから，海域活断層から想定される地震による

津波は到達しない。 
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以上より，衝突荷重として考慮する漂流物は，直近海域及び前面海域におけ

る総トン数 19 トンの漁船（57t）を選定する。衝突荷重として考慮する漂流物

及び施設・設備を表 4.5.3－3 に示す。 
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図 4.5.3－2 防波壁（逆Ｔ擁壁）及び防波壁通路防波扉と 

海域活断層から想定される津波による津波高さの概念図  

（単位：m）

AーA断面

▽EL 8.5

▽EL 15.0

▽ EL 4.9（津波高さ* ）

埋戻土
埋戻土

防波壁（逆T擁壁）

海側 敷地側

改良地盤

：施設

【防波壁（逆T擁壁）】

岩盤

▽EL 8.5

▽EL 15.0

▽ EL 4.9（津波高さ* ）

海側 敷地側

埋戻土

BーB断面

【防波壁通路防波扉（荷揚場南）】

注記＊：海域活断層から想定される地震による津波に高潮ハザードの裕度を加えた津波高さ

岩盤

防波壁（多重鋼管杭式擁壁）防波壁通路防波扉（荷揚場南）
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添付資料１ 

 

島根原子力発電所の周辺海域で操業する漁船について 

 

１．はじめに 

  津波防護施設の設計においては，漂流物の衝突荷重を適切に設定するため，津波防護施

設に考慮する対象漂流物を適切に選定する必要がある。ここでは，島根原子力発電所の周

辺海域の漁業権の区分等及び漂流物調査における操業状況を踏まえ，対象漂流物を設定す

る。 

 

２．漁業の種類 

  漁業については，表１に示すとおり，３つの種類がある。島根原子力発電所周辺におい

ても，それぞれの種類に応じた漁業が営まれており，以降にそれぞれの種類毎の操業状況

等を示す。 

 

表１ 漁業の種類とその説明 

許可漁業 

漁業法，水産資源保護法，農林省令，都道府県規則などにより，

農林水産省大臣または都道府県知事が許可しなければ営むこと

ができない漁業。大臣許可漁業と知事許可漁業に大別される。 

なお，島根原子力発電所周辺では，大臣許可漁業である「沖合

底びき網漁」，知事許可漁業である「小型機船底びき網漁」及び

「イカ釣り漁」が営まれている。 

漁業権漁業 

（免許漁業） 

(1)区画

漁業 
漁業権に基づく漁業であり，「漁業権」とは，一定の期間，一定

の水面において，排他的に，特定の漁業を営む権利のこと。漁業

権は，都道府県知事の免許によって設定される。区画漁業，定置

網漁業，共同漁業に分類される。 

なお，島根原子力発電所周辺における共同漁業では，第１種共

同漁業（あわび，とこぶし，いわのり，うに等の採取漁業），第２

種共同漁業（雑魚小型定置漁業，ばいかごづけ漁業等）が営まれ

ている。 

(2)定置

漁業 

(3)共同

漁業 

自由漁業 

免許や許可を要しない漁業であって，水産資源の保護培養上，

漁業の調整上とくに問題とならない一部の一本釣り漁業，延縄

（はえなわ）漁業などの漁業。 
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３．許可漁業 

  島根原子力発電所周辺では，大臣許可漁業である「沖合底びき網漁」，知事許可漁業であ

る「小型機船底引き網漁」及び「イカ釣り漁」が営まれている。 

  これらは，指定漁業の許可及び取締り等に関する省令及び島根県漁業調整規則に基づき

操業区域及び使用する漁船の総トン数に制限が課せられている。それぞれの許可漁業の詳

細を表２に示す。 

 

表２ 島根原子力発電所周辺で営まれる許可漁業 

許可漁業 操業制限等 
操業状況 

漁港 総トン数 操業区域 

沖合底びき網

漁 

・総トン数 15トン以上 

・海岸から５海里（約 9km）

以内における操業禁止 

恵曇漁港 15トン 

図１ 

小型機船底び

き網漁 

・総トン数 15トン未満 

・海岸から５海里（約 9km）

以内における操業禁止 

恵曇漁港 15トン未満 

イカ釣り漁 

・総トン数 10 トン以上の

漁船は海岸から 10 海里

(約 18.5km)以内におけ

る操業禁止 

・制限される操業区域（以

下，操業制限区域とい

う）を図２－１に示す。 

片句漁港 

５トン未満 

図２－２ 

８トン未満 

10トン未満 

恵曇漁港 19トン 

ずわいがに漁 ・総トン数 10トン以上 恵曇漁港 15トン － 

すくい網漁 ・総トン数 10トン未満 
片句漁港 

恵曇漁港 
10トン未満 － 
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図１ 沖合底引き網漁と小型機船底引き網漁の操業区域 

（漂流物調査における操業状況） 

 

 
 

 

 

図２－１ イカ釣り漁の操業制限区域 

3号炉北側防波壁

2km

１km

底引き網漁

底引き網漁
操業エリアへ

拡大図

御津漁港

恵曇漁港

片句漁港

手結漁港

：底引き網漁

：島根原子力発電所

：航行ルート
：漁業制限区域

：航行ルート
地理院地図ＨＰに，JFしまねより聞き取った操業
区域及び航行ルートを追記
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イカ釣り漁（総トン数 10トン以上） 

 

  
イカ釣り漁（総トン数 10トン未満） 

図２－２ イカ釣り漁の操業区域（漂流物調査における操業状況） 

3号炉北側防波壁

2km

１km

イカ釣り漁

：イカ釣り漁

拡大図

イカ釣り漁
操業エリアへ

：島根原子力発電所

：航行ルート

：漁業制限区域

御津漁港

：航行ルート

恵曇漁港

片句漁港

手結漁港

地理院地図ＨＰに，JFしまねより聞き取った操業
区域及び航行ルートを追記

3号炉北側防波壁

：イカ釣り漁

片句漁港

御津漁港

サザエ網・採貝藻漁

サザエ網・カナギ漁

500m

イカ釣り漁

：漁業制限区域 ：航行ルート

手結漁港

地理院地図ＨＰに，JFしまねより聞き取った
操業区域及び航行ルートを追記
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４．漁業権漁業（免許漁業） 

都道府県知事の免許によって設定された漁業権に基づき，島根原子力発電所周辺において

は，区画漁業，定置漁業，共同漁業が営まれている。周辺漁港への聞取りにより調査した免

許漁業の操業状況を表３に，操業区域を図３に示す。 

 

 （１）区画漁業 

   一定の区域において養殖業を営む権利であり，島根原子力発電所周辺ではわかめ養殖

が営まれている。免許存続期間は５年である。 

 （２）定置漁業 

   漁具を定置して営む漁業で身網の設置水深が 27m以上（以深）のものを営む権利であ

り，島根原子力発電所周辺では，定置網漁が営まれている。免許存続期間は５年（一部

10年）である。 

 （３）共同漁業 

   一定の水面を地元漁民が共同に利用して漁業を営む権利であり，漁業権を管理する地

元漁協にのみ免許される。島根原子力発電所周辺では，第１種共同漁業（あわび，とこ

ぶし，いわのり，うに等の採取漁業），第２種共同漁業（雑魚小型定置漁業，ばいかごづ

け漁業等）が営まれている。免許存続期間は 10年である。 

 

表３ 島根原子力発電所周辺で営まれる漁業権漁業 

漁業権漁業 操業制限等 

操業状況 

漁港 総トン数 操業区域 

区画漁業 わかめ養殖 

・定められた区

画に対し，特

定の漁業を営

む漁業権が設

定 

・漁業権設定区域

を図３－１に示

す 

片句漁港 1トン未満 

図３－２ 

図３－３ 

定置漁業 定置網漁 
恵曇漁港 

19トン 

10トン 

御津漁港 12トン未満 

共同漁業 

サザエ網・ 

カナギ漁 
片句漁港 1トン未満 

サザエ網・ 

採貝藻漁 

御津漁港 

1トン未満 

2トン未満 

かご漁・ 

ぶりはまち固定

式さし網漁 

3トン未満 
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図３－１ 漁業権漁業の漁業権設定区域 

（島根県知事の免許によって設定された漁業権に基づく区域） 

 

 
 

 

 

図３－２ ぶりはまち固定式さし網漁業の漁業権設定区域 

（島根県知事の免許によって設定された漁業権に基づく区域） 

 

御津漁港

恵曇漁港

片句漁港

御津漁港恵曇，手結，片句漁港

手結漁港

島根原子力発電所

：漁港

：共同漁業権

：区画漁業権

：定置漁業権
地理院地図HPより作成

島根原子力発電所 

：ぶりはまち固定式さし網漁業の操業区域 

海洋状況表示システムに発電所位置等を追記し作成 

海洋状況表示システムに発電所位置等を追記し作成 
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図３－３ 島根原子力発電所周辺における漁業権漁業の操業区域 

（漂流物調査における操業状況） 

 

５．自由漁業 

  自由漁業は，免許や許可を要しない漁業であって，水産資源の保護培養上，漁業の調整

上とくに問題とならない一部の一本釣り漁業，延縄（はえなわ）漁業などの漁業であり，

島根原子力発電所周辺では，一本釣り漁業が営まれている。周辺漁港への聞取りにより調

査した自由漁業の操業状況を表４に，操業区域を図４に示す。 

 

表４ 島根原子力発電所周辺で営まれる自由漁業 

項目 目的 操業制限等 
操業状況 

漁港 総トン数 操業区域 

自由漁業 一本釣り漁 

－ 

（免許や許可を要

しない漁業であ

り，操業区域に

制限はない） 

御津漁港 1トン未満 

図４ 
片句漁港 約 10トン 

  

3号炉北側防波壁

：サザエ網・カナギ漁

：わかめ養殖場

：定置網漁

片句魚港

かご漁

御津魚港

サザエ網・採貝藻漁

サザエ網・カナギ漁

500m
わかめ養殖場

：かご漁

：サザエ網・採貝藻漁

：漁業制限区域

：航行ルート

定置網漁②

定置網漁①

恵曇漁港より

恵曇，手結，片句漁港 御津漁港

手結漁港

地理院地図ＨＰに，JFしまねより聞き取った
操業区域及び航行ルートを追記
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（発電所沖合で操業する一本釣り漁） 

（発電所沿岸で操業する一本釣り漁） 

図４ 一本釣り漁の操業区域（漂流物調査における操業状況） 

６．対象漂流物とする漁船及び不確かさ 

対象漂流物とする漁船は，施設護岸から 500m以内で操業する漁船は施設護岸に到達する

可能性があると考え（添付資料 36参照），許可漁業，漁業権漁業及び自由漁業のうち，島

根原子力発電所の周辺海域における漁船の操業状況を踏まえ設定する。また，設定した漁

業の種類毎に，漁業法の制限等を踏まえて島根原子力発電所の周辺海域における操業の不

確かさを検討した。 

3号炉北側防波壁

2km

１km

１本釣り漁

：一本釣り漁

１本釣り漁
操業エリアへ

拡大図

：島根原子力発電所

：航行ルート

：漁業制限区域

御津漁港

：航行ルート

恵曇漁港

片句漁港

手結漁港

地理院地図ＨＰに，JFしまねより聞き取った操業
区域及び航行ルートを追記

3号炉北側防波壁

片句漁港

御津漁港

一本釣り漁

500m

：一本釣り漁 ：漁業制限区域 ：航行ルート

手結漁港

地理院地図ＨＰに，JFしまねより聞き取った
操業区域及び航行ルートを追記
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島根原子力発電所の周辺海域における漁船の操業制限及び操業状況を表５に，対象漂流

物とする漁船及びその不確かさを表６に示す。 

操業区域の不確かさとして，総トン数 10トンのイカ釣り漁漁船は，発電所周辺において

操業制限はないため，施設護岸から 500m以内で操業する可能性は否定できず，また，漁船

の航行の不確かさとして，漁船の航行については制限がないため，周辺漁港の漁船の最大

の総トン数 19トンの漁船が施設護岸から 500m以内を航行する可能性は否定できない。以

上より，不確かさを考慮した設計条件として，総トン数 19トンの漁船を考慮する。 

 

 （１）許可漁業 

    漂流物調査結果（操業状況）では，輪谷湾外の施設護岸から 500m 付近でイカ釣り漁

漁船（総トン数 10 トン未満）が操業及び航行することが確認されている。また，発電

所から１km以遠で沖合底びき網漁漁船（総トン数 15トン）及び小型機船底びき網漁漁

船（総トン数 15トン未満）が操業及び航行することを確認した。 

許可漁業の操業区域及び操業制限を確認した結果，操業区域が発電所近傍にあるた

め，総トン数 10トン未満のイカ釣り漁の漁船が輪谷湾内外の施設護岸から 500m以内

で操業及び航行する可能性がある。また，総トン数 10トン以上の漁船については，

海岸から５海里（１海里：約 1.85km）以内における操業が禁止されているが，航行

については制限がなく，施設護岸付近で航行する可能性がある。 

 

 （２）漁業権漁業（免許漁業） 

    漂流物調査結果（操業状況）では，輪谷湾内外の施設護岸から 500m以内で操業及び

航行するわかめ養殖漁，かご漁，サザエ網・カナギ漁漁船が確認されたが，いずれも

総トン数３トン未満の漁船である。また，発電所から１km以遠で総トン数 10トン以

上の定置網漁漁船が操業及び航行することを確認した。 

定置網漁業は発電所から 1km以遠において漁業権設定区域が設定されているが，航

行については制限がなく，施設護岸付近で航行する可能性がある。区画漁業及び共同

漁業は輪谷湾内外の施設護岸から 500m以内に操業区域が設定されており，総トン数

の制限もないが，漁業の特徴から総トン数 10トン以上の漁船が操業する可能性は十

分に小さい。 

    

 （３）自由漁業 

    漂流物調査結果（操業状況）では，施設護岸から 500m以内で操業及び航行する一本

釣り漁漁船が確認されたが，いずれも総トン数１トン未満の漁船である。また，発電

所から１km以上離れた沖合で操業及び航行する総トン数 10トンの一本釣り漁漁船を

確認した。 

    自由漁業は免許や許可を要しない漁業であって，操業区域や総トン数に制限はない

が，代表的な一本釣り漁については，漁業の特徴から，総トン数 5トン前後の漁船に

よる操業が一般的である。従って，周辺の漁協で操業する一本釣り漁漁船の最大（総

トン数 10トン未満）を考慮する。 

  

  

4.5－添付1－9

121



表
５
 
島
根
原
子
力
発
電
所
の
周
辺
海
域
に
お
け
る
漁
船
の
操
業
制
限
及
び
操
業
状
況
（
１
／
２
）

 

漁
業
の
種
類
 

操
業
制
限
等
 

島
根
原
子
力
発
電
所
周
辺
の
操
業
状
況
 

操
業
の
不
確
か
さ

＊
 

補
足
 

資
料
 

許
可

漁
業
 

漁
業
法
，
水
産
資

源
保
護
法
，
農
林
省

令
，
都
道
府
県
規
則

な
ど
に
よ
り
，
農
林

水
産
省
大
臣
ま
た
は

都
道
府
県
知
事
が
許

可
し
な
け
れ
ば
営
む

こ
と
が
で
き
な
い
漁

業
。
大
臣
許
可
漁
業

と
知
事
許
可
漁
業
に

大
別
さ
れ
る
。
 

な
お
，
島
根
原
子

力
発
電
所
で
は
，
沖

合
底
び
き
網
，
小
型

機
船
底
び
き
網
，
イ

カ
釣
り
漁
が
営
ま
れ

て
い
る
 

・
沖
合
底
び

き
網
漁
 

・
総
ト
ン
数
は

15
ト
ン
以
上
 

・
５
海
里
(約

９
km
)以

内
で
の

操
業
禁
止
 

総
ト
ン
数

15
ト
ン
 

（
発
電
所
か
ら
１

km
以
遠
で
操
業
及
び

航
行
す
る
）
 

・
考
慮
不
要
 

（
5
海
里
(約

9k
m)
以
内
で
の
操
業
禁
止
）
 

総
ト
ン
数
の
制
限
：
①

-1
 

操
業
区
域
の
制
限
：
①

-2
 

・
小
型
機
船

底
び
き
網
漁
 

・
総
ト
ン
数
は

15
ト
ン
未
満
 

・
５
海
里
(約

９
km
)以

内
で
の

操
業
禁
止
 

最
大
総
ト
ン
数

15
ト
ン
未
満
 

（
発
電
所
か
ら
１

km
以
遠
で
操
業
及
び

航
行
す
る
）
 

・
考
慮
不
要
 

（
5
海
里
(約

9k
m)
以
内
で
の
操
業
禁
止
）
 

総
ト
ン
数
及
び
 

操
業
区
域
の
制
限
：
②
 

・
イ
カ
釣
り

漁
 

・
総
ト
ン
数
と
操
業
制
限
区
域
が

定
め
ら
れ
て
い
る
 

（
総
ト
ン
数

10
ト
ン
以
上
の
漁

船
は

10
海
里

(約
18
k
m)
以
内

に
お
け
る
操
業
禁
止
）
 

最
大
総
ト
ン
数

10
ト
ン
未
満
 

（
輪
谷
湾
外
の
施
設
護
岸
か
ら

50
0m

付

近
で
操
業
及
び
航
行
す
る
）
 

・
発
電
所
周
辺
に
お
い
て
操
業
制
限
は
な

い
た
め
，
総
ト
ン
数

10
ト
ン
未
満
の
漁

船
が
，
輪
谷
湾
内
の
施
設
護
岸
か
ら

5
00
m
以
内
で
操
業
す
る
可
能
性
は
否
定

で
き
な
い
 

総
ト
ン
数
及
び
 

操
業
区
域
の
制
限
：
③
 

最
大
総
ト
ン
数

19
ト
ン
 

（
発
電
所
か
ら
１

km
以
遠
で
操
業
及
び

航
行
す
る
）
 

・
考
慮
不
要
 

（
総
ト
ン
数

10
ト
ン
以
上
の
漁
船
は

10

海
里
（
約

18
k
m）

以
内
に
お
け
る
操
業

が
禁
止
さ
れ
て
い
る
）
 

・
ず
わ
い
が

に
漁
 

・
総
ト
ン
数
は

10
ト
ン
以
上
 

・
操
業
制
限
区
域
が
定
め
ら
れ

て
い
る
 

（
発
電
所
近
傍
で
操
業
可
能
）
 

発
電
所
周
辺
に
お
け
る
操
業
実
態
は
な

い
 

（
恵
曇
漁
港
の
総
ト
ン
数

15
ト
ン
の

底
引
き
網
漁
漁
船
が
許
可
を
有
し
て
い

る
）
 

・
発
電
所
周
辺
に
お
い
て
操
業
制
限
は
な

い
た
め
，
総
ト
ン
数

15
ト
ン
の
漁
船

が
，
輪
谷
湾
内
外
の
施
設
護
岸
か
ら

5
00
m
以
内
で
操
業
す
る
可
能
性
は
否
定

で
き
な
い
 

総
ト
ン
数
及
び
 

操
業
区
域
の
制
限
：
④
 

・
す
く
い
網

漁
 

・
総
ト
ン
数
は

10
ト
ン
未
満
 

・
操
業
制
限
区
域
が
定
め
ら
れ

て
い
る
 

（
発
電
所
近
傍
で
操
業
可
能
）
 

発
電
所
周
辺
に
お
け
る
操
業
実
態
は
な

い
 

（
総
ト
ン
数

10
ト
ン
未
満
の
漁
船

が
，
発
電
所
か
ら
１

km
以
遠
で
操
業

及
び
航
行
す
る
）
 

・
発
電
所
周
辺
に
お
い
て
操
業
制
限
は
な

い
た
め
，
総
ト
ン
数

15
ト
ン
の
漁
船

が
，
輪
谷
湾
内
外
の
施
設
護
岸
か
ら

5
00
m
以
内
で
操
業
す
る
可
能
性
は
否
定

で
き
な
い
 

総
ト
ン
数
及
び
 

操
業
区
域
の
制
限
：
⑤
 

注
記
＊
：
漁
船
の
総
ト
ン
数
，
操
業
区
域
及
び
航
行
の
不
確
か
さ
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表
５
 
島
根
原
子
力
発
電
所
の
周
辺
海
域
に
お
け
る
漁
船
の
操
業
制
限
及
び
操
業
状
況
（
２
／
２
）
 

漁
業
の
種
類
 

操
業
制
限
等
 

島
根
原
子
力
発
電
所
周
辺
の
操

業
状
況
 

操
業
の
不
確
か
さ

＊
1  

補
足
 

資
料
 

漁
 

業
 

権
 

漁
 

業
  

(
1)
定
置
 

漁
業
 

都
道
府
県
知
事
の
免

許
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ

る
漁
業
権
に
基
づ
く
漁

業
。
 

な
お
，
島
根
原
子
力

発
電
所
周
辺
の
共
同
漁

業
で
は
，
第
１
種
共
同

漁
業
（
あ
わ
び
，
と
こ

ぶ
し
，
い
わ
の
り
，
う

に
等
の
採
取
漁
業
）
，
第

２
種
共
同
漁
業
（
雑
魚

小
型
定
置
漁
業
，
ば
い

か
ご
づ
け
漁
業
等
）
が

営
ま
れ
て
い
る
。
 

・
定
置
網
漁
 

・
漁
業
権
設
定
区
域
が
定

め
ら
れ
て
い
る
 

・
総
ト
ン
数
に
制
限
は
な

い
 

最
大
総
ト
ン
数

19
ト
ン
 

（
発
電
所
か
ら
１

km
以
遠
で
操

業
及
び
航
行
す
る
）
 

・
考
慮
不
要
 

（
総
ト
ン
数
の
制
限
は
な
い
が
，
漁
業
権
設
定
区
域

が
定
め
ら
れ
て
お
り
，
施
設
護
岸
か
ら

5
00
m
以

内
で
操
業
す
る
こ
と
は
な
い
）
 

漁
業
権
設
定
区
域
：
⑥
 

(
2)
区
画
 

漁
業
 

・
わ
か
め
養

殖
漁
 

・
漁
業
権
設
定
区
域
が
定

め
ら
れ
て
い
る
 

・
総
ト
ン
数
に
制
限
は
な

い
 

最
大
総
ト
ン
数
１
ト
ン
未
満
 

（
輪
谷
湾
外
の
施
設
護
岸
か
ら

5
00
m
付
近
で
操
業
及
び
航
行
す

る
）
 

・
発
電
所
周
辺
に
お
い
て
操
業
制
限
は
な
い
た
め
，

輪
谷
湾
内
外
の
施
設
護
岸
か
ら

50
0m

以
内
で
操
業

す
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
が
，
漁
業
の
特
徴

か
ら
，

0.
7～

0.
8
ト
ン

＊
2
の
漁
船
で
操
業
す
る
の

が
一
般
的
で
あ
り
，
総
ト
ン
数

10
ト
ン
以
上
の
漁

船
で
操
業
す
る
可
能
性
は
十
分
に
小
さ
い

 

漁
業
権
設
定
区
域
：
⑦
 

(
3)
共
同
 

漁
業
 

・
か
ご
漁
，

サ
ザ
エ

網
・
カ
ナ

ギ
漁
等
 

・
漁
業
権
設
定
区
域
が
定

め
ら
れ
て
い
る
 

・
総
ト
ン
数
に
制
限
は
な

い
 

最
大
総
ト
ン
数
３
ト
ン
未
満
 

（
輪
谷
湾
内
の
施
設
護
岸
か
ら

5
00
m
以
内
で
操
業
及
び
航
行
す

る
）
 

・
発
電
所
周
辺
に
お
い
て
操
業
制
限
は
な
い
た
め
，

輪
谷
湾
内
外
の
施
設
護
岸
か
ら

50
0m

以
内
で
操
業

す
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
が
，
漁
業
の
特
徴

か
ら
，
小
型
の
船

＊
3
に
よ
る
操
業
が
一
般
的
で
あ

り
，
総
ト
ン
数

10
ト
ン
以
上
の
漁
船
で
操
業
す
る

可
能
性
は
十
分
に
小
さ
い
 

漁
業
権
設
定
区
域
：
⑧
 

・
ぶ
り
・
は

ま
ち
固
定

式
刺
網
漁
 

・
漁
業
権
設
定
区
域
が
定

め
ら
れ
て
い
る
 

・
総
ト
ン
数
に
制
限
は
な

い
 

発
電
所
周
辺
に
お
け
る
操
業
実

態
は
な
い
 

（
御
津
漁
港
の
総
ト
ン
数
３
ト

ン
未
満
か
ご
漁
漁
船
が
免
許
を

有
し
て
い
る
）
 

自
由
漁
業
 

免
許
や
許
可
を
要
し

な
い
漁
業
で
あ
っ
て
，

水
産
資
源
の
保
護
培
養

上
，
漁
業
の
調
整
上
と

く
に
問
題
と
な
ら
な
い

一
部
の
一
本
釣
り
漁

業
，
延
縄
（
は
え
な

わ
）
漁
業
な
ど
の
漁
業

が
該
当
す
る
。
 

・
一
本
釣
り

漁
 

・
操
業
区
域
が
定
め
ら
れ

て
い
な
い
 

・
総
ト
ン
数
に
制
限
は
な

い
 

最
大
総
ト
ン
数
１
ト
ン
未
満
 

（
輪
谷
湾
内
の
施
設
護
岸
か
ら

5
00
m
付
近
で
操
業
及
び
航
行
す

る
）
 

・
総
ト
ン
数
に
制
限
は
な
い
が
，
代
表
的
な
一
本
釣

り
漁
に
つ
い
て
は
，
漁
業
の
特
徴
か
ら
，
総
ト
ン

数
5
ト
ン
前
後

＊
4
の
漁
船
に
よ
る
操
業
が
一
般
的

で
あ
り
，
周
辺
の
漁
協
で
操
業
す
る
一
本
釣
り
漁

の
漁
船
の
最
大
を
考
慮
す
る
 

・
操
業
制
限
区
域
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
た
め
，
施

設
護
岸
付
近
で
操
業
す
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な

い
 

－
 

最
大
総
ト
ン
数

10
ト
ン
 

（
発
電
所
か
ら
１

km
以
遠
で
操

業
及
び
航
行
す
る
及
び
航
行

す
る
）
 

注
記
＊
1：

漁
船
の
総
ト
ン
数
及
び
操
業
区
域
の
不
確
か
さ
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
＊
2：

島
根
県

HP
よ
り
  

＊
3：

地
方
独
立
行
政
法
人
 北

海
道
立
総
合
研
究
機
構

 水
産
研
究
本
部

HP
よ
り
 
＊
4：

隠
岐
観
光
協
会

H
P
よ
り
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表６ 対象漂流物（漁船）の設計条件 

津波防護

施設 
基本とする設計条件 対象漂流物の不確かさ 

不確かさを考慮した

設計条件 

輪谷湾内

に面する

津波防護

施設 

総トン数３トンの漁船 

（輪谷湾内の施設護岸か

ら 500m以内で操業するか

ご漁漁船） 

・漁船の操業区域の不確

かさ： 

発電所周辺において操

業制限はないため，総ト

ン数 10トンのイカ釣り漁

漁船が施設護岸から 500m

以内で操業する可能性は

否定できない 

・漁船の航行の不確かさ： 

 漁船の航行については

制限がないため，周辺漁

港の漁船の最大の総トン

数 19トンの漁船が施設護

岸から 500m以内を航行す

る可能性は否定できない 

総トン数 19トンの漁

船 
外海に面

する津波

防護施設 

総トン数 10トンの漁船 

（輪谷湾外の施設護岸か

ら 500m付近で操業するイ

カ釣り漁の漁船） 
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別紙１ 

各漁業の操業制限に関する根拠資料 

 

（沖合底びき網漁） 

 ①－１ 漁業法第五十八条第一項 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①－１ 農林水産省告示第九百八十一号「漁業法第五十八条第一項の規定に基づく沖合底

引き網漁業につき，その許可又は起業の認可を申請すべき期間」（平成十四年四

月二十二日） 
－許可又は起業の認可をすべき船舶の総トン数別及び操業区域別の隻数より一部抜 

操業区域 漁業の方法 
総トン数 

隻数 階層名 
旧トン数 新トン数 

(三十七) 操

業区域の

38、41及び

26 

一そうびき 一五トン以

上五〇トン

未満 

一五トン以

上七六トン

未満 

二 (一) 

一五トン以

上六五トン

未満 

一五トン以

上九六トン

未満 

七 (二) 

(三十九) 操

業区域の 43 

一そうびき

又は二そう

びき 

一五トン以

上六五トン

未満 

一五トン以

上九六トン

未満 

二 

 

 

備考 

1 この告示において、「新トン数」とは、昭和五十七年七月十八日以降に建造に着手

された船舶及び同日前に建造され、又は建造に着手された船舶で同日以降に特定修繕

(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)附則第三条第一項の

特定修繕をいう。)が行われたものに適用される総トン数をいい、「旧トン数」と

は、新トン数が適用される船舶以外の船舶に適用される総トン数をいう。 

2 総トン数の欄に掲げる総トン数の区分ごとの隻数のうちには、当該区分のうち旧ト

ン数の区分を超える旧トン数の船舶であって、当該船舶の総トン数から現に当該船舶

について受けている沖合底びき網漁業の許可又は起業の認可(当該船舶についてのこ

の告示に係る許可又は起業の認可の申請が漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)

第一条の五第二項、第一条の七第一項若しくは第二項又は第一条の八の適用を受ける

場合には、従前の許可又は起業の認可)の制限又は条件により補充トン数として使用

し得ないこととされているトン数に〇・〇一トンを加算したトン数を控除して得たト

ン数が当該区分に属するものについて許可又は起業の認可をすべき隻数を含むものと

する。 

 

 

 

第五十八条 農林水産大臣は、指定漁業の許可又は起業の認可をする場合には、第五十五

条第一項及び第五十九条の規定による場合を除き、当該指定漁業につき、あらかじめ、水

産動植物の繁殖保護又は漁業調整その他公益に支障を及ぼさない範囲内において、かつ、

当該指定漁業を営む者の数、経営その他の事情を勘案して、その許可又は起業の認可をす

べき船舶の総トン数別の隻数又は総トン数別及び操業区域別若しくは操業期間別の隻数

（母船式漁業にあつては、母船の総トン数別の隻数又は総トン数別及び操業区域別若しく

は操業期間別の隻数並びに各母船と同一の船団に属する独航船等の種類別及び総トン数別

の隻数）並びに許可又は起業の認可を申請すべき期間を定め、これを公示しなければなら

ない。 
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別記一操業区域より一部抜粋 

41 北緯三十五度十一秒の線、島根県出雲市日御碕灯台から長崎県対馬市三島灯台に

至る線、同灯台から大韓民国鴻島灯台を通る線、東経百二十九度五十九分五十二秒の

線及び東経百二十八度二十九分五十二秒の線により囲まれた海域 

43 島根県出雲市日御碕灯台正北の線と東経百二十九度五十九分五十二秒の線との両

線間における海域 

 

 

①－２ 昭和三十八年農林省令第五号「指定漁業の許可及び取締り等に関する省令」 

第三章 指定漁業の制限及び取締り等 

 

 

 

 

 

 

 

別表第二（第一七条関係）より一部抜粋 

指定漁業の名称 制限又は禁止の措置  

沖合底びき網漁業 一 次に掲げる海域における沖合底びき網漁業の操業は、禁止す

る。 

（２１）島根県出雲市日御碕突端正北五海里の点 

（２２）島根県松江市多古鼻突端正北五海里の点 

 

（操業制限） 

第十七条 指定漁業者は、別にこの省令で定める場合のほか、別表第二の上欄に掲げる指定漁

業につき、それぞれ同表の下欄に掲げる操業の区域若しくは期間又は特定の区域若しくは期

間における特定の漁具若しくは船舶を使用し若しくは特定の漁法によつてする操業若しく

は特定の種類の水産動物の採捕に関する制限又は禁止の措置に違反して当該指定漁業を営

んではならない。 
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（小型機船底びき網漁） 

②「水産課長専決漁業許可等の取扱方針（令和 2年 12月）」（島根県農林水産部水産課）

より一部抜粋 
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（いか釣り漁） 

③「松江水産事務所長専決海面漁業の許可等の取扱方針（平成 29年 7月）」（島根

県松江水産事務所）より一部抜粋 
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（ずわいがに漁業） 

④平成六年農林水産省令第五十四号「特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令」 

第一章 総則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第二（第十七条関係） 

特定大臣許可漁業の名称 制限又は禁止の措置 

ずわいがに漁業 次に掲げる海域におけるずわいがに漁業の操業は、禁止

する。 

イ 指定漁業省令別表第二沖合底びき網漁業の項第一号

イに規定する水域 

ロ 北緯三十八度五十分十秒の線、東経百三十二度五十

九分五十秒の線、北緯四十度十分九秒の線及び東経百三

十五度五十九分四十九秒の線の各線により囲まれた海域 

 

 

（定義） 

第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

一 ずわいがに漁業 総トン数十トン以上の動力漁船によりずわいがにをとることを目的と

する漁業であって、漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令（昭和三十八年政令

第六号。以下「指定漁業を定める政令」という。）第一項第一号に掲げる沖合底びき網漁

業又は漁業法第六十六条第二項に規定する小型機船底びき網漁業に該当するもの以外のも

のをいう。 

（操業区域等の制限） 

第十七条 特定大臣許可漁業を営む者は、別にこの省令で定める場合のほか、別表第二の上

欄に掲げる特定大臣許可漁業につき、それぞれ同表の下欄に掲げる操業の区域若しくは期

間又は特定の区域若しくは期間における特定の漁具若しくは船舶を使用し若しくは特定の

漁法によってする操業若しくは特定の種類の水産動物の採捕に関する制限又は禁止の措置

に違反して当該特定大臣許可漁業を営んではならない。 
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（すくい網漁業） 

⑤「松江水産事務所長専決海面漁業の許可等の取扱方針（平成 29年 7月）」（島根県松江水

産事務所）より一部抜粋 
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（漁業権漁業漁場図） 

⑥定置漁業権漁場図 
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⑦区画漁業権漁場図
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⑧共同漁業権漁場図 
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添付資料 2 

津波防護施設に考慮する漂流物の選定 

1. 概要

津波防護施設に到達すると評価された漂流物において，既往の算定式を用いて漂流

物による衝突荷重を比較し，津波防護施設に考慮する漂流物を選定する。 

2. 津波防護施設に到達する漂流物

津波防護施設に到達する漂流物一覧を表 1 に示す。

表 1 津波防護施設に到達する漂流物の評価結果 

調査対象 到達する漂流物 重量等 
考慮す

る津波 *1 

到達 

形態 
配置場所 

発電所

構内 

海

域 

作業船 総トン数：約 10 トン 海域 浮遊 直近海域 

漁船 *2 総トン数：約 0.7 トン 
東縁 

海域 
浮遊 直近海域 

陸

域 

荷揚場詰所 

（壁材（ＡＬＣ版）） 

－ 

（がれき化して漂流） 
東縁 浮遊 直近海域 

防舷材 約 1t 東縁 浮遊 直近海域 

枕木 約 12kg 東縁 浮遊 直近海域 

発電所

構外 

海

域 

漁船 *2 

（500m 以内（操業）） 
総トン数：約 3 トン未満 

東縁 

海域 
浮遊 直近海域 

漁船 

（500m 以遠（操業）） 
総トン数：約 19 トン 

東縁 

海域 
浮遊 前面海域 

注記＊1：「東縁」は日本海東縁部に想定される地震による津波，「海域」は海域活断層から想定さ

れる地震による津波を表す。 

＊2：漁船においては，操業区域及び航行の不確かさを考慮して，発電所周辺漁港で最大となる

漁船である，総トン数 19 トンの漁船を到達する漂流物として評価する。 

漂流物による衝突荷重の算定にあたり，表 1 に記載されている発電所構内の陸域に

おける漂流物のうち，壁材（ＡＬＣ版）においては，がれき化して細分化されること，

防舷材においては，ゴム製の外層内に空気を注入している防舷材であり剛性が著しく

小さいことから，これらの漂流物による衝突荷重はその他の漂流物による衝突荷重に

包絡されると判断した。 

したがって,枕木及び船舶（作業船・漁船）から津波防護施設に考慮する漂流物を

選定する。 
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3. 既往の算定式による衝突荷重の算定 

各漂流物による衝突荷重の算定にあたり，漂流物による既往の荷重算定式の整理一

覧を表 2，漂流物による衝突荷重算定方法の整理を表 3 に示す。  
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表

2
 

漂
流

物
に

よ
る

既
往

の
荷

重
算

定
式

の
整

理
一

覧
 

N
o

出
典

種
類

概
要

算
定
式
の
根
拠
（
実
験
条
件
）

1
松
冨

(
1
9
9
9
)

流
木

円
柱
形
状
の
流
木
が
縦
向
き
に
衝
突
す
る
場
合
の
衝
突
荷
重
を
提
案
し
て
い
る
。

F
ｍ
:
衝
突
力
，
C
M
A
:
見
か
け
の
質
量
係
数
，
v
A
0
:
流
木
の
衝
突
速
度
，
D
:
流
木
の
直
径
，

L
:
流
木
の
長
さ
，
σ

f
:
流
木
の
降
伏
応
力
，
γ
:
流
木
の
単
位
体
積
重
量
，
g
:
重
力
加
速
度

「
実
験
に
基
づ
く
推
定
式
」

・
見
か
け
の
質
量
係
数
に
関
す
る
水
路
実
験
（
実
験
:
高
さ
0
.
5
m
,
幅
0
.
3
m
，
長
さ
1
1
.
0
m
,
流
木
(
丸
太
)
の
直

径
:
4
.
8
～
1
2
㎝
,
流
木
質
量
:
3
0
5
～
8
6
1
5
g
f
）

・
衝
突
荷
重
に
関
す
る
空
中
で
の
実
験

水
理
模
型
実
験
及
び
空
中
衝
突
実
験
に
お
い
て
,
流
木
(
植
生
林
で
は
な
い
丸
太
)
を
被
衝
突
体
の
前
面
(
2
.
5
m

以
内
)
に
設
置
し
た
状
態
で
衝
突
さ
せ
て
い
る
。

2
池
野
・
田
中

(
2
0
0
3
)

流
木

円
柱
以
外
に
も
角
柱
，
球
の
形
状
を
し
た
木
材
に
よ
る
衝
突
荷
重
を
提
案
し
て
い
る
。

F
H
:
漂
流
物
の
衝
突
力
，
S
:
係
数
（
5
.
0
）
，
C
M
A
:
見
か
け
の
質
量
係
数
，
V
H
:
段
波
速
度
，

D
:
漂
流
物
の
代
表
高
さ
，
L
:
漂
流
物
の
代
表
長
さ
，
M
:
漂
流
物
の
質
量
，
g
:
重
力
加
速
度

「
実
験
に
基
づ
く
推
定
式
」
(
縮
尺
1
/
1
0
0
の
模
型
実
験
)

漂
流
物
の
形
状
:
円
柱
,
角
柱
,
球
　
漂
流
物
重
量
:
0
.
5
8
8
N
～
2
9
.
7
9
2
N

受
圧
板
を
陸
上
構
造
物
と
想
定
し
，
衝
突
体
を
受
圧
板
前
面
8
0
c
m
(
現
地
換
算
8
0
m
)
離
れ
た
位
置
に
設
置
し
た

状
態
で
衝
突
さ
せ
た
実
験
で
あ
る
。
模
型
縮
尺
(
1
/
1
0
0
)
を
考
慮
し
た
場
合
，
現
地
換
算
で
直
径
2
.
6
～
8
m
の

仮
定
と
な
る
。

3
道
路
橋
示
方
書

(
2
0
0
2
)

流
木
等

橋
(
橋
脚
)
に
自
動
車
,
流
木
あ
る
い
は
船
舶
等
が
衝
突
す
る
場
合
の
衝
突
荷
重
を
定
め
て
い
る
。

P
:
衝
突
力
，
W
:
流
送
物
の
重
量
，
v
:
表
面
流
速

漂
流
物
が
流
下
(
漂
流
)
し
て
き
た
場
合
に
，
表
面
流
速
(
津
波
流
速
)
を
与
え
る
こ
と
で
漂
流
流
速
に
対
す
る

荷
重
を
算
定
で
き
る
。

4

津
波
漂
流
物

対
策
施
設
設
計

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

(
2
0
1
4
)

船
舶
等

船
舶
の
仮
想
重
量
と
漂
流
物
流
速
か
ら
衝
突
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
提
案
し
て
い
る
。

船
の
回
転
に
よ
り
衝
突
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
消
費
さ
れ
る
（
1
/
4
点
衝
突
）
場
合

E
:
衝
突
エ
ネ
ル
ギ
ー
，
W
:
仮
想
重
量
，
V
:
漂
流
物
速
度
，
W
0
:
排
水
ト
ン
数
，
W
’
:
付
加
重
量
，
D
:
喫
水
，

L
:
横
付
け
の
場
合
は
船
の
長
さ
,
縦
付
け
の
場
合
は
船
の
幅
，
γ

w
:
海
水
の
単
位
体
積
重
量
，
g
:
重
力
加
速
度

「
漁
港
・
漁
場
の
施
設
の
設
計
の
手
引
」
(
2
0
0
3
)
に
記
載
さ
れ
て
い
る
，
接
岸
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
算
定
式
に
対

し
，
接
岸
速
度
を
漂
流
物
速
度
と
す
る
こ
と
で
，
衝
突
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
算
定
で
き
る
。

漁
船
の
他
，
車
両
・
流
木
・
コ
ン
テ
ナ
の
衝
突
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
対
し
て
，
支
柱
及
び
漂
流
物
捕
捉
ス
ク
リ
ー

ン
の
変
形
で
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
吸
収
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
，
漂
流
物
の
進
入
を
防
ぐ
た
め
の
津
波
漂
流
物
対
策

施
設
の
設
計
に
適
用
さ
れ
る
式
で
あ
る
。

5
F
E
M
A

(
2
0
1
2
)

流
木

コ
ン
テ
ナ

F
i
:
衝
突
力
，
u
m
a
x
:
最
大
流
速
，
m
:
漂
流
物
の
質
量
，
c
:
付
加
質
量
係
数
，
k
:
漂
流
物
の
有
効
剛
性

「
運
動
方
程
式
に
基
づ
く
衝
突
力
方
程
式
」

非
減
衰
系
の
振
動
方
程
式
に
基
づ
い
て
お
り
，
衝
突
体
及
び
被
衝
突
体
の
両
方
と
も
完
全
弾
性
体
で
，
か
つ

衝
突
時
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
減
衰
が
一
切
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
前
提
条
件
で
の
算
定
式
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
衝
突

時
に
塑
性
変
形
を
伴
う
漂
流
物
の
衝
突
荷
重
算
定
で
は
，
個
別
の
漂
流
物
に
対
し
て
，
実
現
象
を
再
現
す
る

よ
う
な
軸
剛
性
を
適
切
に
定
め
る
必
要
が
あ
る
。

6
水
谷
ほ
か

(
2
0
0
5
)

コ
ン
テ
ナ

漂
流
す
る
コ
ン
テ
ナ
の
衝
突
荷
重
を
提
案
し
て
い
る
。

F
ｍ
:
漂
流
衝
突
力
，
d
t
:
衝
突
時
間
，
η

m
:
最
大
遡
上
水
位
，
ρ

w
:
水
の
密
度
，
B
c
:
コ
ン
テ
ナ
幅
，

V
x
:
コ
ン
テ
ナ
の
漂
流
速
度
，
W
:
コ
ン
テ
ナ
重
量
，
g
:
重
力
加
速
度

「
実
験
に
基
づ
く
推
定
式
」
(
縮
尺
1
/
7
5
の
模
型
実
験
)

使
用
コ
ン
テ
ナ
:
長
さ
を
2
0
f
t
と
4
0
f
t
，
コ
ン
テ
ナ
重
量
:
0
.
2
N
～
1
.
3
N
程
度
，

遡
上
流
速
:
1
.
0
m
/
s
以
下
，
材
質
:
ア
ク
リ
ル

被
衝
突
体
の
直
近
の
エ
プ
ロ
ン
上
に
コ
ン
テ
ナ
を
設
置
し
て
衝
突
力
を
求
め
た
算
定
式
で
あ
る
。
衝
突
体
と

水
塊
が
一
体
と
な
っ
て
衝
突
し
，
衝
突
前
の
運
動
量
が
全
て
力
積
と
し
て
作
用
す
る
も
の
と
し
て
考
え
た
算

定
式
で
あ
り
，
右
辺
の
第
1
項
は
付
加
質
量
に
よ
る
荷
重
を
表
し
て
い
る
。

7
有
川
ほ
か

(
2
0
0
7
,
2
0
1
0
)

コ
ン
テ
ナ

流
木

コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
に
鋼
製
構
造
物
(
コ
ン
テ
ナ
等
)
が
漂
流
衝
突
す
る
際
の
衝
突
荷
重
を
提
案
し
て
い
る
。

F
:
衝
突
力
，
a
:
衝
突
面
半
径
の
1
/
2
 
(
コ
ン
テ
ナ
衝
突
面
の
縦
横
長
さ
の
平
均
の
1
/
4
)
，
E
:
ヤ
ン
グ
率
，

ν
:
ポ
ア
ソ
ン
比
，
m
:
質
量
，
v
:
衝
突
速
度
，
γ
p
:
塑
性
に
よ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
減
衰
効
果

m
や
k
の
添
え
字
は
衝
突
体
と
被
衝
突
体
を
示
す
。

ま
た
，
「
①
松
冨
(
1
9
9
9
)
」
に
な
ら
い
，
上
式
に
お
い
て
m
＝
C
M
A
m
（
C
M
A
:
サ
ー
ジ
タ
イ
プ
の
1
.
7
）
と
す
る
こ
と

で
，
流
木
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
版
に
対
す
る
衝
突
力
を
評
価
で
き
る
と
し
て
い
る
。

「
実
験
に
基
づ
く
推
定
式
」
(
縮
尺
1
/
5
の
模
型
実
験
)

使
用
コ
ン
テ
ナ
:
長
さ
1
.
2
1
m
,
高
さ
0
.
5
2
m
,
幅
0
.
4
9
m
，
衝
突
速
度
:
1
.
0
～
2
.
5
m
/
s
程
度
，
材
質
:
鋼
製

水
理
模
型
実
験
で
は
，
コ
ン
テ
ナ
を
被
衝
突
体
の
全
面
1
.
2
1
m
（
現
地
換
算
6
.
0
5
m
）
に
設
置
し
て
衝
突
力
を

求
め
た
算
定
式
で
あ
る
。
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表 3 漂流物による衝突荷重算定方法の整理 

No 算定方法 種類 
漂流物の 
初期配置 

適
用
流
速 

適用性 

１ 

松冨 
(1999) 

流木 
直近海域 
直近陸域 

衝
突
速
度 

個別の流木(丸太)の種類等に応じて,
実現象を再現できるパラメータを適
切に設定することが可能であれば,直
近陸域又は直近海域からの流木に対
して適用可能と判断する。 

２ 

池野・田中 
(2003) 

流木 直近陸域 

段
波
速
度 

流木を対象とした算定式であるが,実
験の模型縮尺(1/100)を考慮すると,
原子力発電所における漂流物衝突事
象への適用は困難と判断する。 

３ 

道路橋示方書 
(2002) 

流木等 前面海域 

表
面
流
速 

漂流物が流下(漂流)して来た場合に,
表面流速(津波流速)を与えることで
漂流流速に対する漂流物荷重を算定
できるため,初期配置が前面海域の漂
流物に対して適用可能と判断する。 

４ 

津波漂流物 
対策施設設計 
ガイドライン 
(2014) 

船舶等 
前面海域 
直近海域 

漂
流
物
速
度 

船舶，車両，流木，コンテナ等の漂流
物を対象としているが，鋼管杭等の支
柱の変形及びワイヤロープの伸びに
より衝突エネルギーを吸収する考え
方であり，弾性設計においての適用は
困難であると判断する。 

５ 

ＦＥＭＡ 
(2012) 

流木 
コンテナ 
ＦＲＰ製

部材 

直近海域 

最
大
流
速 

個別の漂流物に対して,実現象を再現
できるパラメータ(軸剛性等）を適切
に設定することが必要である。新規制
基準適合性審査において，初期配置が
直近海域の総トン数5トンのＦＲＰ製
船舶の船首方向衝突に対して適用実
績があるため，ＦＲＰ製船舶の船首方
向衝突に対して適用可能と判断する。 

６ 

水谷ほか 
(2005) 

コンテナ 直近陸域 

漂
流
速
度 

エプロン上にコンテナを設置して衝
突力を求めるという特殊な実験によ
り得られた式であることに留意する
必要はあるが,直近陸域からのコンテ
ナに対して適用可能と判断する。 

７ 

有川ほか 
(2007,2010) 

流木 
コンテナ 

直近海域 
直近陸域 

衝
突
速
度 

剛性に係る k 値を適切に定める必要
があり,対象としている種類以外への
適用性がある k 値に係る k1 及び k2
の値が不明であるため,現状は当該式
が対象としている種類(流木，コンテ
ナ)以外への適用は困難と判断する。 
したがって,直近陸域又は直近海域か
らの流木及びコンテナに対して適用
可能と判断する。 
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表 2 及び表 3 の整理結果を基に，各漂流物に対する衝突荷重の算定方法を以下に示

し，漂流物による衝突荷重の算定結果のまとめを表 4 に示す。 

 

【枕木】 

既往の衝突荷重算定式として，配置場所が直近陸域における枕木に対しては，表 3

より，松冨（1999），ＦＥＭＡ（2012）及び有川ほか（2007，2010）において適用性

があるため，これらの算定式を用いて枕木による衝突荷重を算定する。 

 

【船舶】 

既往の衝突荷重算定式として，配置場所が直近海域及び前面海域における船舶に対

しては，表 3 より，配置場所が直近海域ではＦＥＭＡ（2012），前面海域では道路橋

示方書（2002）の適用性がある。ＦＥＭＡ（2012）では船舶の軸剛性を適切に設定す

る必要があるが，対象船舶は同材質（ＦＲＰ）であり，船体質量及び軸剛性が大きく

なると衝突荷重も大きくなり，この軸剛性は船体寸法に比例して増大する。一方，道

路橋示方書（2002）では，船舶形状及び材質に関係なく，船体重量に比例して衝突荷

重は大きくなる。 

以上より，ＦＥＭＡ（2012）及び道路橋示方書（2002）ともに総トン数（船体寸法

及び重量等）が大きくなると衝突荷重も大きくなる算定式であることを踏まえ，道路

橋示方書（2002）の算定式を用いて船舶による衝突荷重を算定する。 

 

表 4 漂流物による衝突荷重の算定結果のまとめ 

考慮
する
津波 

衝突速度 
(m/s) 

漂流物 質量 算定式 
衝突荷重 

(kN) 

東縁 10.0 

枕木 12㎏ 

松冨(1999) 158 

有川ほか
(2007,2010) 

133 

ＦＥＭＡ(2012) 99 

漁船 
(総トン数 3 トン) 

9t 
道路橋示方書

(2002) 
88 

漁船 
(総トン数 19 トン) 

57t 
道路橋示方書 

(2002) 
559 

海域 6.0 

作業船 
(総トン数 10 トン) 

30t 
道路橋示方書 

(2002) 
177 

漁船 
(総トン数 19 トン) 

57t 
道路橋示方書 

(2002) 
336 
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4. 津波防護施設に考慮する漂流物の選定 

既往の算定式による衝突荷重を比較した結果，表 4 より，津波防護施設に考慮する

漂流物として，衝突荷重が最大となる「総トン数 19 トン漁船」を選定する。 
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5.2－1 

5.2 津波監視設備の設備構成及び電源構成 

本資料は，津波監視設備の中央制御室における監視機能及び非常用電源設備からの給電に 

ついて説明するものである。 

 

1. 津波監視設備の設計 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則」の主な

要求事項と対応する設計内容を以下に記載する。 

○第四条（地震による損傷の防止) 

耐震重要施設である津波監視設備（敷地における津波監視機能を有する施設)は，耐震

重要度Ｓクラス設計とし，下位クラスに属するものの波及的影響により機能が損なわれな

いこと。また，常時作用している荷重及び運転時に作用する荷重等と基準地震動による地

震力の組合せに対して，設備に要求される機能を保持し，必要に応じて津波による荷重の

組合せを考慮すること。 

【設計内容】 

津波監視設備は耐震重要度Ｓクラスの設計とする。 

電源については，耐震性を有する，非常用所内電気設備及び非常用直流電源設備から受

電する設計とする。 

 

○第五条（津波による損傷防止) 

入力津波に対して津波監視機能が保持できること。なお，「津波監視設備」とは，取水

槽水位計，並びに津波の来襲状況を把握できる津波監視カメラをいう。 

津波の影響（波力及び漂流物の衝突等)に対して，影響を受けにくい位置への設置及び

影響の防止策・緩和策等を検討し，入力津波に対して津波監視機能が十分に保持できるよ

う設計すること。 

【設計内容】 

津波監視カメラは基準津波の影響を受けることがない高所の２号機排気筒（EL 64.0m)，

３号機北側の防波壁上部東側（EL 15.0m)及び３号機北側の防波壁上部西側（EL 15.0m)に

設置する設計とする。 

取水槽水位計は，基準津波の圧力に十分に耐えられる設計とする。また，漂流物が衝突

する恐れのない位置に設置する。 

 

○第二十六条（原子炉制御室等) 

原子炉制御室から，発電用原子炉施設に影響を及ぼす可能性のある自然現象等（津波含

む)を把握できること。 

【設計内容】 

中央制御室は，発電用原子炉施設の外の状況を把握するために，２号機排気塔，３号機

北側の防波壁上部東側及び３号機北側の防波壁上部西側に設置する津波監視カメラの可

視光及び赤外線映像により，自然現象等の外部事象を昼夜にわたり監視できる設計とする。 

 

160



5.2－2 

2. 津波監視設備の設備構成 

津波監視設備の映像及び観測データは中央制御室で監視可能な設計とする。津波監視設備

の映像及び観測データの伝送方法を表 5.2-1，津波監視カメラの概略構成図及び取水槽水位

計の概略構成図を図 5.2-1及び図 5.2-2に示す。 

 

表 5.2-1 津波監視設備の映像及び観測データの伝送方法 

津波監視設備 設置場所 数量 伝送方法 

津波監視カメラ ２号機排気塔 １ 有線 

３号機北側の防波壁上部東側 １ 

３号機北側の防波壁上部西側 １ 

取水槽水位計 ２号機取水槽 ２ 有線 
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5.2－3 

 

図 5.2-1 津波監視カメラの概略構成図 

 

 

図 5.2-2 取水槽水位計の概略構成図 
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5.2－4 

3. 津波監視設備の電源 

津波監視設備の電源は通常時，非常用所内電気設備から受電し，全交流動力電源喪失時

は非常用直流電源設備から８時間受電可能な設計とする。また，常設代替交流電源設備を

起動し，約７０分後から受電することで，継続して監視可能な設計とする。 

 

津波監視設備の電源供給を表 5.2-2，津波監視設備の概略電源構成図及び配置図を図

5.2-3及び図 5.2-4，津波監視カメラの映像イメージを図 5.2-5に示す。 

 

表 5.2-2 津波監視設備の電源供給 

津波監視設備 設置場所 数量 電源 

通常時 SBO時 

津波監視カメラ ２号機排気筒 １ 非常用所内

電気設備 

非常用直流

電源設備 ３号機北側の防波壁上部東側 １ 

３号機北側の防波壁上部西側 １ 

取水槽水位計 ２号機取水槽 ２ 
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5.2－5 

 

注：M/Cはメタルクラッドスイッチの略称 

   L/Cはロードセンタの略称 

   C/Cはコントロールセンタの略称 

 

図 5.2-3 津波監視設備の概略電源構成図 
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5.2－6 

 

図 5.2-4 津波監視設備の配置図 

 

  

Ｎ

津波監視カメラ

設置位置：２号機排気筒 EL 64.0m

３号機北側の防波壁上部（東・西） EL 15.0m

視野角：360°，垂直±90°（排気筒による死角を除く）

図中矢印はカメラの監視範囲を示す。

取水槽水位計

設置位置：２号機取水槽 EL-9.3m

測定範囲：EL 10.7m～EL-9.3m

原子炉建物

制御室建物

廃棄物処理建物

タービン建物

EL 6.5m

EL 8.5m

EL 44.0m

EL. 15.0m

EL 50.0m

津波監視カメラ

取水槽水位計
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5.2－7 

 

 

図5.2-5(1) 津波監視カメラ映像イメージ（排気筒EL 64.0mからの視野） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図5.2-5(2) 津波監視カメラ映像イメージ（暗視映像） 
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5.2－8 

 

（参考資料） 

津波監視設備の緊急時対策所での監視について 

 

(1) 津波監視設備の設計について 

津波監視設備は，耐津波設計に係る工認審査ガイドで要求されている，以下の【規制

基準における要求事項等】を満足させる設計とする必要がある。 

 

【規制基準における要求事項等】 

津波監視設備については、津波の影響（波力、漂流物の衝突等）に対して、影響を受

けにくい位置への設置、影響の防止策・緩和策等を検討し、入力津波に対して津波監視

機能が十分に保持できるよう設計すること。 

 

そのため，島根２号機では上記要求を満足する津波監視設備として，津波監視カメラ及

び取水槽水位計を設置することとしており，監視場所は運転及び事故時操作を行う中央制

御室としている。 

津波監視カメラは，中央制御室にて監視することを基本としているが，緊急時対策所で

も現場状況の確認が可能となるように，緊急時対策所に自主設備として監視設備を設置す

る。なお，無線通信装置と中央制御室に設置する通信ボックスとの接続部は，基準地震動

Ssによる地震力に対し，機能維持できる設計とするため，中央制御室での監視に影響を及

ぼさない。図１に概要図を示す。 

 

図１ 津波監視カメラの概略構成図（緊急時対策所) 
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5.3 津波による溢水に対して浸水対策を実施する範囲の考え方
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5.3 津波による溢水に対して浸水対策を実施する範囲の考え方 

  

タービン建物内の浸水防護重点化範囲に対して，循環水系配管の破損個所から津波が流

入しないよう復水器を設置するエリアとの境界に防水壁等を設置することとしている。 

 設工認申請段階として，タービン補機海水系インターロックによる弁閉止時間等を設定

し，浸水防護重点化範囲の境界における浸水水位等の再評価を行った。 

 ここでは，以下の４項目について設置許可変更申請段階の説明内容との変更箇所を整理

し，説明する。 

 

（１）タービン建物（復水器を設置するエリア）等の浸水防護重点化範囲の変更 

（２）タービン建物（復水器を設置するエリア）の評価 

（３）タービン建物（Ｓクラス施設を設置するエリア（西））の評価 

（４）取水槽循環水ポンプエリアの評価 

5.3－1
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5.4-1 

5.4 循環水ポンプ出口弁及び復水器水室出口弁の津波に対する健全性 

1. 概要 

本資料は，Ⅵ-1-1-3-2-4 「入力津波による津波防護対象設備への影響評価」の 3.4 

重要な安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を有する施設の隔離（内郭

防護）に係る評価 (4)津波防護対策で，津波到達時においても弁の閉止状態が維持可能

な設計とする弁のうち，内部溢水対策として循環水ポンプ出口弁及び復水器水室出口弁

が閉止した後に，これらの弁が津波荷重及び余震荷重に対して構造健全性を有すること

を確認するものである。 

 

2. 一般事項 

2.1 配置計画 

評価対象となる循環水ポンプ出口弁及び復水器水室出口弁の配置計画を図5.4-1に示

す。 

 

 

図5.4－1 配置計画 

 

 

 

 

循環水ポンプ出口弁

復水器水室出口弁
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5.4-2 

2.2 構造計画 

循環水ポンプ出口弁及び復水器水室出口弁は，電動バタフライ弁であり，弁体を回転

し弁座に密着することで止水する。電動バタフライ弁の構造計画を表5.4－1 に示す。 

 

表5.4－1 構造計画 

評価対

象 

計画の概要 
概略構造図 

型式 主要構造 支持構造 

循環水 

ポンプ 

出口弁 

電動バ

タフラ

イ弁 

弁体を含

む 弁 本

体，弁体

を電動に

て駆動す

る駆動部

で構成す

る。 

循環水系

配管及び

支持構造

物に固定

する。 

 

復水器

水室出

口弁 

電動バ

タフラ

イ弁 

弁体を含

む 弁 本

体，弁体

を電動に

て駆動す

る駆動部

で構成す

る。 

循環水系

配管に固

定する。 

 

 

  

駆動部

弁体 弁本体

伸縮継手

支持構造物

循環水系配管

Ａ

Ａ
Ａ－Ａ断面
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5.4-3 

3. 評価用地震力 

本計算書において考慮する評価用地震力は，Ⅵ-2-1-7「設計用床応答スペクトルの作

成方針」に基づき設定する。また，減衰定数はⅥ-2-1-6「地震応答解析の基本方針」に

示す減衰定数を用いる。 

循環水ポンプ出口弁及び復水器水室出口弁の設置条件，固有周期及び評価用地震力を

表5.4－2，表5.4－3及び表5.4－4に示す。 

 

表5.4－2 循環水ポンプ出口弁及び復水器水室出口弁の設置条件 

評価対象 据付場所 床面高さ* 

循環水ポンプ出口弁 取水槽 
EL 1.1m 

（EL 8.8m*） 

復水器水室出口弁 タービン建物 
EL 0.25m 

（EL 2.0m*） 

注記＊：基準床レベルを示す。 

 

表5.4－3 循環水ポンプ出口弁及び復水器水室出口弁の固有周期 

評価対象 循環水ポンプ出口弁 復水器水室出口弁 

固有周期(ｓ) 0.05以下＊ 0.05以下＊ 

注記＊：弁の固有周期の算出方法についてはⅥ-2-別添2-6「循環水ポンプ出口弁及び

復水器水室出入口弁の耐震性についての計算書」にて示す。 

 

表5.4－4 循環水ポンプ出口弁及び復水器水室出口弁の評価用地震力 

評価対象 

弾性設計用地震動Ｓｄ 

水平方向震度＊ 鉛直方向震度＊ 

NS方向 EW方向 － 

循環水ポンプ出口弁 0.77 1.75 0.89 

復水器水室出口弁 0.59 0.58 0.36 

注記＊：剛領域の振動モードの影響を考慮する観点から設置床の最大応答加速度を1.2

倍した震度（1.2ZPA）を示す。また，設計用震度Ⅰを上回る値である。 
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5.4-4 

4. 構造強度評価 

4.1 荷重の設定 

(1)  津波荷重（Ｐｔ） 

津波荷重として，経路からの津波に伴う水位を用いた静水圧を考慮し，以下の式

より算出する。 

Ｐｔ=ρ０・g・Ｈ 

Ｐｔ：津波荷重 

ρ０：海水の密度 

g ：重力加速度 

Ｈ ：評価高さ（最高津波高さ－設置位置高さ） 

    

(2) 余震荷重（ＫＳd） 

余震荷重として，弾性設計用地震動Ｓdを考慮する。余震に伴う加速度で弁体に発生

する慣性力と，余震による動水圧荷重を考慮し，弁の設置方向により以下の式を用い

て算出し，弁体（閉止状態）及び配管の内面に加わる圧力荷重として評価する。ここ

で，余震と組み合せる津波は海域活断層に想定される津波であるが，安全側に日本海

東縁部に想定される津波を用いる。 

ＫＳd１＝ ｍ・g・αＨ／Ａ ＋ ρ０・αＶ・g・Ｈ 

ＫＳｄ１：余震荷重（循環水ポンプ出口弁） 

ｍ  ：弁体部質量 

g  ：重力加速度 

αＨ  ：弁体部の配管軸方向余震震度 

Ａ  ：弁体受圧面投影面積（＝πDi２/4 Di：配管内径） 

ρ０  ：海水の密度 

αＶ  ：弁体部の鉛直方向余震震度 

Ｈ  ：評価高さ（最高津波高さ－設置位置高さ） 

 

ＫＳｄ２＝ ｍ・g・αＶ／Ａ ＋ ρ０・αＶ・g・Ｈ 

ＫＳｄ２：余震荷重（復水器水室出口弁） 

ｍ  ：弁体部質量 

g  ：重力加速度 

αＶ ：弁体部の鉛直方向余震震度 

Ａ  ：弁体受圧面投影面積（＝πDi２/4 Di：配管内径） 

ρ０ ：海水の密度 

Ｈ  ：評価高さ（最高津波高さ－設置位置高さ） 

 

(3) 固定荷重（Ｄ） 

常時作用する荷重として，弁体の自重を考慮する。  
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5.4-5 

4.2 荷重の組合せ 

循環水ポンプ出口弁及び復水器水室出口弁の強度評価にて考慮する荷重の組合せを表5.4

－5に示す。 

 

表5.4－5 強度評価にて考慮する荷重の組合せ 

施設区分 評価対象 荷重の組合せ 

浸水防護施設 
循環水ポンプ出口弁 Ｄ＋Ｐｔ＋ＫＳｄ１

*1*2 

復水器水室出口弁 Ｄ＋Ｐｔ＋ＫＳｄ２
*1*2 

注記＊1：Ｄは固定荷重，Ｐt は津波荷重，ＫＳｄは余震荷重を示す。 

＊2：固定荷重（Ｄ）及び余震荷重（ＫＳｄ）の組み合せが，強度評価上，津波荷重

（Ｐt）を緩和する方向に作用する場合，安全側にこれらを組み合せない評価を実施

する。 

 

4.3 許容荷重 

循環水ポンプ出口弁及び復水器水室出口弁については，表5.4－6に示す水圧試験により

確認した圧力を許容限界とする。 

表5.4－6 許容限界 

評価対象 水圧試験の圧力（MPa） 

循環水ポンプ出口弁 0.47＊ 

復水器水室出口弁 0.47＊ 

  注記＊：弁納入時の水圧試験圧力 

 

4.4 計算条件 

循環水ポンプ出口弁及び復水器水室出口弁の構造健全性評価に用いる計算条件を表5.4－

7及び表5.4－8 に示す。 

 

表5.4－7 循環水ポンプ出口弁及び復水器水室出口弁の構造健全性評価に用いる計算条件 

評価対象 
弁体の 
材質 

弁体の 
質量 
(kg) 

弁体受圧面の外形 
（配管内系） 

Ｄ1(mm) 

重力加速度 
g  

(m/s2) 

海水の密度 
ρ0 

(kg/m3) 

循環水ポンプ出口弁 SS400 9700 2600 9.80665 1030 

復水器水室出口弁 SS400 6400 2200 9.80665 1030 

 

表5.4－8 構造健全性評価に用いる評価高さ 

評価対象 循環水ポンプ出口弁 復水器水室出口弁 

最高津波高さ*1 EL 10.6m EL 7.9m 

設置位置高さ*2 EL 1.1m EL 0.25m 

評価高さＨ 9.5m 7.65m 

注記＊1：基準津波１の取水槽又は放水槽における入力津波高さを示す。 

＊2：安全側に弁を設置する床面高さとする。 
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5.4-6 

 

 

5. 評価結果 

 (1) 構造健全性評価 

循環水ポンプ出口弁及び復水器水室出口弁の構造健全性評価結果を表5.4－9に示す。

発生圧力が，有意な変形及び著しい漏えいがないことを確認した水圧試験の圧力以下で

あることから，評価対象である弁体部が構造健全性を有することを確認した。 

 

表5.4－9 構造健全性評価結果 

評価対象 
発生圧力 

(MPa) 

水圧試験の圧力 

(MPa) 

循環水ポンプ出口弁 0.22 0.47 

復水器水室出口弁 0.12 0.47 
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5.4-7 

 

（参考資料） 

取水槽へ津波浸入時の循環水ポンプ出口弁への影響について 

 

(1) ２号機取水槽への影響 

２号機取水槽への津波浸入時，図１～図３に示すとおり２号機取水槽の除じん機エリ

アには角落し用の経路があり，末端は天端開口となっていることから津波の押し波時の

圧力を逃せる構造である。また，図４より基準津波来襲時の除じん機エリアの最大水位

差が発生する際の水位上昇速度は 0.2[m/s]程度であり，比較的緩やかである。 

以上のことから，取水路へ浸入した津波により，循環水ポンプ出口弁に水撃作用によ

る過大な圧力が生じる可能性は十分小さいと判断した。 

 

 

図１ ２号機 取水施設断面図 

 

 

     

  

図２ 取水槽の浸水対策の概要（断面図） 
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5.4-8 

 

図３ 取水槽の浸水対策の概要（平面図） 

 

 
図４ 除じん機エリアの水位 
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5.5 屋外タンク等からの溢水影響評価
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5.5－1 

5.5 屋外タンク等からの溢水影響評価 

屋外タンク等の溢水として，地震による損傷が否定できない屋外タンク等からの溢水を

考慮し，原子炉建物，タービン建物，廃棄物処理建物等の浸水防護重点化範囲を内包する建

物に及ぼす影響を評価する。評価の詳細は「Ⅵ-1-1-9-4 溢水影響に関する評価」に示す。 

 

5.5.1 評価条件 

   島根原子力発電所の敷地内に設置されている屋外タンク等のうち溢水源とする屋外タ

ンク等を図 5.5－1 に示す選定フローにより抽出した。抽出結果及び抽出した屋外タンク

等の配置図を表 5.5－1及び図 5.5－2に示す。また，評価の前提条件として以下を考慮す

る。 

(1) 溢水源となる屋外タンク等に対する地震による損傷をタンク側板が瞬時に消失す

るものとして模擬する。 

(2) 構内排水路による排水機能及び敷地外への排出は期待しない。 

(3) 輪谷貯水槽（東側）は基準地震動Ｓｓによって生じるスロッシングによる溢水量

（時刻歴）を模擬する。 

 

5.5.2 浸水量評価 

屋外タンク等の破損により生じる溢水については，溢水源として屋外に設置されたタンク

等を挙げた上で，浸水防護重点化範囲への影響評価を実施した。 

代表箇所における浸水深の時刻歴を図 5.5－3に，最大浸水深を表 5.5－2に示す。 

 

5.5.3 評価結果 

以下に示す通り，屋外タンク等の破損により生じる溢水が，浸水防護重点化範囲へ影響を

与えることがないことを確認した。 

 

・原子炉建物，廃棄物処理建物及びＢ－ディーゼル燃料貯蔵タンク格納槽については，各

扉付近の開口部の下端高さが溢水水位より高い位置にある。 

・タービン建物については，外壁にある扉付近の水位が最大で 0.72mであり，扉の設置位

置（開口部下端高さ 0.4m）を超えるが，開口部下端高さを超える水位の継続時間が短

く，浸水深，開口部形状及び継続時間から水理公式（堰の越流量公式）＊を用いて算出

した溢水量は約 5m3と少量であり，タービン建物の空間容積に対し，十分に小さい。ま

た，タービン建物には浸水により機能喪失する設備が設置されていない。 

・取水槽海水ポンプエリアについては防水壁を設置することにより，浸水を防止している。 

・Ａ－ディーゼル燃料移送ポンプ及び HPCS－ディーゼル燃料移送ポンプを設置するディ

ーゼル燃料移送ポンプピットについては，防水壁及び水密扉を設置することにより，浸

水を防止している。 

 

＊：計算の詳細については別紙参照 
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5.5－2 

 

 

図 5.5－1 溢水源とする屋外タンク等の選定フロー 
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5.5－3 

表 5.5－1 溢水源とする屋外タンク等 

 

注記 ＊１ 輪谷貯水槽のスロッシング解析値（1,694m3）と実験値の差を踏まえて 1.1倍し，切上げた値。 
＊２ ( )内はエリア内の溢水源とする屋外タンク等の保有水量の合計を示す。 
＊３ 評価に用いる溢水量は保有水量を以下のとおり割り増した。 

20m3以上 100m3以下の屋外タンク等：1.5倍 
100m3を超える屋外タンク等：1.1倍 
輪谷貯水槽（東側）：1,864m3を上回る 2,200m3とした。 

No 名称
保有水量

[m
3
]

溢水伝播
挙動評価
に用いる
溢水量

[m3]*3

配置
No

保有水量20m3

以上（山間部
除く）の屋外
タンク等

エリア
No

合計
保有水量

[m3]

溢水伝播
挙動評価
に用いる
合計溢水量

[m
3
]
*2

1 雑用水タンク 33 49 25 ○
2 宇中系統中継水槽（西山水槽） 30 45 26 ○
3 碍子水洗タンク 146 161 22 ○
4 ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ発電機用軽油タンク用消火タンク 49 73 23 ○
5 A-44m盤消火タンク 155 171 30 ○
6 B-44m盤消火タンク 155 171 30 ○
7 輪谷貯水槽（東側）沈砂池 260 286 20 ○
8 原水80ｔ水槽 80 120 24 ○
9 仮設水槽-1(2号西側法面付近) 20 30 39 ○
10 仮設水槽-2(2号西側法面付近) 20 30 40 ○
11 仮設水槽-3(2号西側法面付近) 20 30 45 ○
12 輪谷貯水槽（東側） 1,864*1 2,200 19 ○
13 泡消火薬剤貯蔵槽（ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ発電機用軽油タンク） 1 － n-43 －
14 山林用防火水槽（スカイライン） 50 － n-52 －
15 山林用防火水槽（スカイライン） 50 － n-52 －
16 仮設水槽(2号西側法面付近) 2 － n-59 －
17 防火水槽 20 － n-74 －
18 防火水槽 20 － n-73 －
19 鉄イオン溶解タンク（２号） 19 － n-9 －
20 純水タンク(A) 600 660 10 ○
21 純水タンク(B) 600 660 10 ○
22 ２号ろ過水タンク 3,000 3,300 11 ○
23 １号除だく槽 87 131 12 ○
24 １号ろ過器 62 93 13 ○
25 ２号除だく槽 102 113 14 ○
26 ２号ろ過器 36 54 15 ○
27 ２号濃縮槽 30 45 16 ○
28 １号ろ過水タンク 3,000 3,300 17 ○
29 74ｍ盤受水槽（２槽） 60 90 27 ○
30 純水装置廃液処理設備 42 63 31 ○
31 22ｍ盤受水槽 30 45 37 ○
32 59ｍ盤トイレ用水貯槽 32 48 44 ○
33 所内ボイラブロータンク 1 － n-24 －
34 所内ボイラ冷却水冷却塔 1 － n-24 －
35 C－真空脱気塔 3 － n-28 －
36 D－真空脱気塔 3 － n-28 －
37 C/D用冷却水回収槽 2 － n-28 －
38 A-真空脱気塔 2 － n-38 －
39 B-真空脱気塔 2 － n-38 －
40 冷却水回収槽 2 － n-38 －
41 １号除だく槽排水槽 7 － n-41 －
42 トイレ用ろ過水貯槽 8 － n-41 －
43 変圧器消火水槽 306 336 4 ○
44 電解液受槽（１号） 22 33 5 ○
45 A-サイトバンカ建物消火タンク 46 69 18 ○
46 B-サイトバンカ建物消火タンク 46 69 18 ○
47 管理事務所4号館用消火タンク 21 32 36 ○
48 電解液受槽（２号） 10 － n-8 －
49 １号海水電解装置電解槽(循環ﾗｲﾝ　8槽) 2 － n-8 －
50 ２号海水電解装置電解槽(非循環ﾗｲﾝ　12槽) 2 － n-8 －
51 ３号ろ過水タンク（A) 1,000 1,100 1 ○
52 ３号純水タンク（A) 1,000 1,100 2 ○
53 消火用水タンク（A) 1,200 1,320 3 ○
54 消火用水タンク（B） 1,200 1,320 3 ○
55 ３号仮設海水淡水化装置（海水受水槽） 25 38 29 ○
56 仮設合併処理槽 31 46 34 ○
57 ３号純水タンク（B） 1,000 1,100 32 ○
58 ３号ろ過水タンク（B） 1,000 1,100 33 ○
59 A-45m盤消火タンク 155 171 38 ○
60 B-45m盤消火タンク 155 171 38 ○
61 宇中受水槽 24 36 46 ○
62 宇中合併浄化槽（１） 63 94 42 ○
63 宇中合併浄化槽（２） 126 139 43 ○
64 海水電解装置脱気槽 12 － n-13 －
65 補助ボイラ排水処理装置　排水ｐＨ中和槽 3 － n-14 －
66 重油タンク用泡原液差圧調合槽 2 － n-15 －
67 補助ボイラ補機冷却水薬液注入貯槽 1 － n-14 －
68 ブロータンク 1 － n-14 －
69 排水放流槽 1 － n-14 －
70 訓練用模擬水槽 4 － n-58 －
71 ３号仮設海水淡水化装置（RO処理水槽） 15 － n-76 －
72 ３号仮設海水淡水化装置（仮設純水槽） 5 － n-77 －
73 管理事務所１号館東側調整池 1,520 1,672 9 ○
74 A-50m盤消火タンク 155 171 28 ○
75 B-50m盤消火タンク 155 171 28 ○
76 濁水処理装置 10 － n-71 － 10

20,024 22,256

エリア
⑤

1,830 2,014
(1,840)

合　計

エリア
④

6,979

7,735
(7,023)

44

エリア
③

441
539

(455)

14

エリア
②

7,681

8,602
(7,712)

31

エリア
①

2,832

3,366
(2,994)

162
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5.5－5 
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5.5－6 

表 5.5－2 代表箇所における最大浸水深 

代表箇所 
基準高さ 
EL［m］ 

最大 
浸水深 
[m] 

建物外周扉等 
の設置位置 
EL［m］ 

地点１ 原子炉建物南面 15.0 0.05 15.3 

地点２ 原子炉建物西面１ 15.0 0.01 15.3 

地点３ 原子炉建物西面 2 15.0 0.03 15.3 

地点４ タービン建物北面１ 8.5 0.23 8.8 

地点５ タービン建物北面 2 8.5 0.72 8.9 

地点６ タービン建物北面 3 8.5 0.22 9.1 

地点７ タービン建物北面 4 8.5 0.21 9.26 

地点８ 取水槽海水ポンプエリア西面 8.5 0.21 8.8 

地点９ 取水槽海水ポンプエリア東面 8.5 0.36 8.8 

地点 10 廃棄物処理建物南面 15.0 0.33 15.35 

地点 11 
B-ディーゼル燃料貯蔵タンク格

納槽北面 
15.0 0.02 15.35 

地点 12 
A-ディーゼル燃料移送ポンプ

ピット西面 
8.5 0.23 8.7 

地点 13 
HPCS-ディーゼル燃料移送ポ

ンプピット西面 
8.5 0.25 8.7 
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5.5－7 

（別紙） 

タービン建物への溢水量の算出について 

 

屋外タンク等の破損により生じるタービン建物への溢水量は，以下の堰の越流量公式を用

いて算出する。溢水水位が開口部下端高さを複数回超える場合は，各溢水量を合計した値を

溢水量とする。 

 

溢水量＝Ｑ×ｔ【Ｑ：越流流量[m3/s]，ｔ：継続時間[s]】 

Ｑ＝ＣＢｈ3/2 【Ｃ：流量係数（越流水深と開口部形状によって定まる値），Ｂ：開口部の

幅[m],ｈ：越流水深（浸水深と開口部下端高さの差）[m] 】 

 

表 5.5－2よりタービン建物（地点４～地点７）における最大浸水深が扉の設置位置（開口

部下端高さ）を上回るものは地点５（タービン建物北面 2）のみである。地点５の浸水深時

刻歴を図 1に示す。 

 

 

図１ 浸水深時刻歴（地点５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地点5における開口部

下端高さ：0.4m

時間[min]

継続時間①：3秒

最大浸水深①：0.72m

継続時間②：151秒

最大浸水深②：0.42m

基準高さ EL 8.5m

建物外周扉の設置位置

EL 8.9m
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5.5－8 

 図１より開口部下端高さを超える溢水は 2回発生し，最大浸水深はそれぞれ 0.72m，0.42m

である。浸水深は時間とともに変化するが，溢水の継続時間の間は最大浸水深の溢水が発生

するものとして安全側に溢水量の算出を行う。結果を表１に示す。 

 

表１ 溢水量（地点５） 

 溢水① 溢水② 

ｔ 継続時間 s 3 151 

Ｃ 流量係数 - 1.82 1.55 

Ｂ 開口部の幅 m 2 2 

ｈ 越流水深 m 0.32 0.02 

Ｑ 越流流量 m3/s 0.66 0.01 

- 溢水量 m3 1.98 1.51 

合計 3.49m3 

 

 表１よりタービン建物へ流入する溢水量は 3.49m3であるが，安全側に切り上げて約 5m3と

する。 
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